
産科救急搬送受入体制等に係る各都道府県の総点検結果  

平成13年10月から運用しており、  ○情報更新の督促等は実施していな  ○照会等は実施していない白   
現在、総合周産期母子医療センター  い。  等は別添2のとおり）  
（6歯所）、地域局産期母子医療センタ  ○システム参加医療機関での更新状  
ー（25睦所）、三医育大学及び北海  況については、システムの管理運営委  
道立子ども総合医療・療育センター  托先から、毎日（土日を除〈。）送信さ  
で、ハイリスク児・ハイノスク妊娠にお  れている。   
ける受入可能状況について情報提  

l  北海道         供できる体制となっている。   

2  更新郷度は以下のとおり。即時性は確保さ  医僚機関個々の状況により、そのような体制となっていない例が多い。  行っている。   設けられている。  一部医療機関にそのようなものもあ  県は毎日行っていない，また、一部の  
れているとはいえない。   規模の大きな病院にあっては事務担当者が診療科・病棟の状況を取りまとめ入力することになっでいるケースが多し、。その過程で医療機関全体の状況を把握  システム照会画面は一覧性があり、わ  る。システムには入力時間が明示さ  消防本部は疑義ある場合には確認し  
参加医療捜関のほとんどは銅・夕の2回入  かりやいものとなっており、貝としても  れるが、受入可能で状況が変わらない  

I I l  

】力しているケースが多し、たれ却鋳掛ま確   」  l  l  

力しているケースが多し＼ため、却時短は確■  消防本部の利用状況を把麗し、各消防l  ときには更新するための入力を行わな 
探されているとはいえない。なお、即時性、  本部担当者へ内容睨明等を行ってい  い医療機関もあり、信操性を低下させ  
つまリアルタイムの情権が必要とされるの  る。  ている。  
であれば、運用及びシステムの基本的な  
考え方を大幅に見直す必要がある。  

3  岩手罠  導入している   診療応需情報については．昼間応需と当  当該システムは各病院の医事課等に設置され、事務陰員又はケースワーカー等が入力に当たっている。  救急医療情報として設定する出入力  システム上の区分は「産婦人科」であ  医療機関への入力指導については、  医療機関への入力指導については、  
岩手県広域災害・救急医療情報システ  項目は次のとおり。  り、「産科」のみの区分は互生けられ  
ム  4時に定時入力することとしている。  ・診様科目毎の診療の可否（応需可能  る。   る。   
導入時期二昭和57年2月  平成19年4月－12月において、県内各2次  科目）  

参加医療捜関数二127件   医療圏において救急輪番制に参加してい  ・男女別の空床致・血液の保管情幸艮  
る医療機関における更新頻度は、月平均  ・病院群輪番制病院当番情報  
1医療機関あたリ3473回で、1日に1－2  ・在宅当番医制当番情報  
回の更新が行われていると推測される。  ・休日夜間急患センター情報  
ただし、更新頻度は医療期間毎に大きな  ・医薬品情報（リンク）  

ぱらつきがあり、盛岡圏域の医療機関は  
多いのに対し、同一圏域内の医療機関致  医療機関への入力指導については、  
が少ない医療機関ほど輝度が低い傾向が  （社）岩手県医師会に委託し行われてい  
見られる。  る。  
圏軌こ受入病院が少ない塙合、要請閻が  
システムに縛らず、電話等で直搾応需連  
絡を行っているものと考えられる。   

4  宮城県  救急医療情報システムは、医療機関  127医療操関が参加し、情報の更新を1日  「救急搬送患者への対応に係る医療機関への調査」を平成20年1月に救急医  （同産期医療情報システム）   救急医療情報システムで提供する情  診療科別の応需状況については、r産  
や消防本部に対して．患者の転搬送  Z回程度行うこととしているとともに、4日  療機関を対象に実施し、結果を、救急搬送時間短紹化のための施策立案に反  空床情報の更新は、総合周産期母子  報内容等については、救命救急科医  科」のみの区分が別途設けられてい  
に必要な病院の診療可否や空床情報  る。  
等を提供しており、平成19年度から  母子医療センターは最低週2回は行う  
は、利便性の向上を回るため、Web化  こととしており、情報の更新が無い塙  
を行った。   保等が必要であり負担が大きい。   合は、入力の督促を行っている。   

5  一；；＝  秋田県では平成9年に一秋田県災害・  救急告示病院において、月一会曜日で  まとんどの医療機関で事務戦員が入  入力を担当する陣貝が、直接、空床情  夜間・休日に棒倒していない施設が1  平成19年4月にシステムを更新して  「産科」の項目を設けています，なお、  情報センターの運営は県医師会に委  
救急医療情報システム」を整備っ  ま、全ての医療橙関で時間を定めて情報  力を担当しています。なお、入力担当  報等を確認している施設は12施設と  4施設であり、この時間帯は情報の更  います。更新にあたり、平成19年3月  情報は、他の診療科日と並列に同時  託しており、救急告示病院の応需情報  
県内の全病院（78施設）、全消防本部  新が実施されていません。  に県内8ケ所を会塙として、各病院、消  の更新状況を平日．概ね午前10時、  
（13施設）及び各保健所等、災害・鞍  防機関等、関係機関を対象とした玩明 会を実施し 午後3時の計2回確認しています。情  
急医療関連する関係団体がシステム  、操作方法、入力項目等に  報の更新がなされていない場合は、電  
に参加しています。   更新以外にも、必要に応じて情報の更新を  ついて周知しています。   百舌連絡にて督促を行っています。   

行う体制としている医療横間は13施設と  
なっています。  
土曜日において情報の更新を実施してい  
る医療機関は、16施設、日曜日・祝日に  
おいては12施設となっています。   

6  山形県  旬本県では、15消防本部と、3つの三次救急医療捜関、37の救急告示病院が中心となり、救急搬送体制を構築している。  

②／りコン等を活用Lた救急医探情報システムは運用していないが、地域の実情にあわせ、消防機関が日々宿直医等の  
情報を確認する体制等を構空している地域や、地域内に限られた枚急病院しかないため消防機関からの搬送照会があっ  
た際は完全に受け入れる体制を構築している地域などがある。  
③こうした地域の実情に応じた体制を構築、充実していくことで、救急搬送に対する支援体制は確保されていると認識して  
いる。  

7  福島県  導入している。   1日2回の定時入力をしており、その他に  入力者が直接確認をしている（一部の  入力できる。   定時入力時聞を10分経過すると自動  されていない   情報センターで入力状況を確認してお  
変動が生じた場合には随時送信することと  医療機関では確認書を決めて入力者  音声案内、FAズ及び電話による晋促を  り、消防本部でも応需情報を電話で確  
している。   へ報告する体制をとっている）。   する体制となっている。   て周知している。   諾した上で搬送している。  



また、そのうち17本部が医師とホッ  

l  北海道   トラインがつながっている状況。  すと、病状が又聞きになるので止める  

（柑8医療機関中有効回答99機関）   0妊婦の搬送に係る手順書等が整備  
されているのは、68消防本部の中で1  
0本部であるが、その他の消防本部で  
は．一般的な手∬喜や、搬送先が限ら  
れいることから、敢えて書き物として整  
備しなくても間送はない状況。   

2  青森県  概ねとられている   されていない。   すべての救急医捺捜関には設置され  作成している。   配置されている。   妊娠を確認した場合には観零は可能だ  とbれている。   狂  な  ′‾＼  

医療機関によって異なるが、ほとんど  対応については．事実上対応にあたっ  ていない。  基本的に救急救命士が救急車に乗  が、手順書等はない。  療機関に搬送している消防分署が1あ  

の医療機関では看護師が消防本部か  るようにはなっているが、救急救命士  

らの照会に対応し、医師の判断を直接  の充足状況から、すべて時間帯におい  

聞きながら対応している。   供されていない。   の赦急医療機関には設置されていな  て乗るようになっていない。   それを前提に観察を行うことは可能だ  
い。なお、投藍されているものについ  が、それらがない場合には対応できる  る。〉   

ll   た楓員に任されている状況であり∴消  その様子から分かる場合、また本人の  

l   

l  る。〉  
l  

申告により妊娠が判明した場合には、  

l  l   

肪本部側にもこの点に関しては情報提  
聞きながら対応している。   供されていない。   の赦急医療機関には設置されていな  て乗るようになっていない。   それを前提に観察を行うことは可能だ  

い。なお、投藍されているものについ  が、それらがない場合には対応できる  
ては、医師と連絡がとれる状葱となっ  かわからない。また手順書等について  

ている。   は、特に作成していなし＼。  

3  岩手県  平日：休制あリ9  体制あリ2  ホットラインあリ6  作成している5  （消防本部総数12有効回答数12）  連携体制がある7  （総数12、有効回答数12）   把握している。  ルールが定められている1   共有化はしていなし＼。  

休日／夜間休制あリ7〔‾」2   マニュアルは作成されていない   ホットラインなし3  作成していない4  配置されている11   連携体制がない5  定められていない11   隣県への／くスワードの提供はしてい  

（総数13、有効回答数9）  配貫されていないl   手順毒は作成されているl  相旗・助言体制を確立している8  ない。また、膜県からもパスワードの提  

対応看は医師かどうか。  手順書は作成されていない11  相談・助言体制を確立していない4  供は受けていない。  

医師4それ以外2  

4  宮城県  「救急搬送患者への対応に係る医療隈関への調査」を平成20年1月に救急医環捜関を対象に実施し、  自  
結果を、救急搬送時間短縮化のための施策立案に反映することとしている。  又は救急科課程修了者が常時配置さ  

れている。   直隊員によっては観察不可となる隙  捜関に相談することができる。  ない。  
が、3本部で4救急隊あり、救急救命士  
の育成促進が求められる。  場合を除けば、指令センターと連携し  
妊婦の救急搬送に関する医療機関へ  
の連絡方法等を示した手帳書等を備え  
ている消防本部はない。  早期連携を図るためのルール作成の  
医療機関への連絡方法のプロトコール  
に顆するものの作成の可否について  ロール協法会での検吉寸を要するb   

は、検討を要する。   

目  
従事者である医師又は石渡師が応対  医療段間は10施設となっています。ま  れている医療機関は18施設と半数以  中、8施設となっています。   す。   困難な場合、枚急隊と指令センター双  おいて、救急搬送支援に係る相談・助  送件数は161件（転院搬送153件、  ルールや、搬送照会等の対応を行っ医  有化は図られていません。  
しています。事務員が応対する医療機  た．マニュアルを地域の消防本部に提  上を占めています。この他、消防棟関  す。  方が早期に連捜し照会を行う等の体調  言を行う体制がとられているのは、す  転院搬送以外8件）となっています．  療機関を予め定めてはい吉せん。   

関はありませんbまた、看護師が対応  供している医療捜閏はtb施設の内の  から救急部門の電言古に直接連絡が届  妊婦の致急搬送に閲し、医療捜問へ  県境を越えての搬送件数が多いの  
した場合において、医師に対して速や  〈、または、救急部門を担当する医師、  の連絡方法を示した手順書等は、いず  は、隣接県と拝する地域及び、高速道  

かに受入の照会がなされる体制が全  看護師の携帯電話等に直接連絡がな  れの消防本部でも作成されていませ  椿事、交通事情が良い地域となってい  

ての病院で確保されています。   される対応もとられています。  ん。   は救急隊での対応で十分な状態となっ  ます。  
受付を経由して電話が転送されるな  ています。  転院搬送以外の8件は、かかりつけ  

ど、直接救急部門に連絡できる体制が  医が隣接県の医療機関であるため、ま  

取られてし、ない医療段間が7施設あリ  たは、患者本人の希望によるものと  

ますが、搬送照会に応対する隠員は  なっており、自県内での搬送先医療機  
医師または看護師となっています。  閤の選定に困雉を来し、他県に搬送  

したケースはありません。  

6  山形県  凡窓口体制としては 医 直通のPHS等で 応する 制や 緻急部門直通の■ 先で・応する 靴代表電話等の  百事b琶                      冒  

窓口から院内医師等に対し速やかに受入判断の照会を行える体制などを各救急病院において講じている。  隊に救急救命士又は救急課程修了者  より運用され妊娠を前提とした傷病者  会する体制をとっている消防機傑もあ  
る。   師からの指示又は指導を受けることが  

有する職員により運用されている。   できる体制がとられている。  の搬送先の一つとして当該病院への  
また、各消防機関と医療依閏等の間で  
定期的に結合う機会を投け、救急搬送  
が円滑に行われるための搬送・受入体  
制等の協議がなされている。   緯は殆どない状況となっている。   

7  福島県  医師が直接応対しているか すぐに医  即時に医師に受入判断を確認できる  大部分の医療機関は、ホットラインを設  医療機関によっては、応答記録を作成  配置されている。   教育課程の教科目に含まれており、妊  消防本部により照会体制は異なるが、  とられている。   把握している。   現段階では定めていない。   他県から本県システムヘアウセスする  
師に照会できる体制になっている。  体制になっている。マニュアルにより迅  婦の観察は可能である。  緻急陪と指令センターとの連携体制は  ことは可能なシスーテム構成である。本  

速・的確な対応を行っている病院もあ  整っている。  県から他県へのアクセスは、他県のシ  

る。   医療機関への連絡方法を示した手腕  ステム構成による。   
書までは備えていない。  
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（2）鞍急医探と周産期医療の連挽  （3）地域における産科医療体制の確保  （4）妊婦健在診査の受診勧奨  

（ア）医療横間の救急部門と産科部門の連携  （イ）周産期鞍急情報システム  （ア）地域における産科医療体制の確保  （イ）産科医の硲保  （ア）妊婦健康診壬  （イ）公費負担の実施   

医療機関の微急部門において妊婦の  産租部門を有する医療絶間において、  一般の救急医額情報システムでの対応が  医療計画において、産科に係る医療体制が構築されているか。  市にお、妊婦健康診査の費用                    開通となった過去の搬送症例につい  都道府県において、（特に夜間・休日に  県下の医標機関における分娩費用を  都道府県・市町村において、関係睡閏  

搬送照会を受けた塙ム 必要に応じ  他部門の診療を必要とする患者の搬  四辻な場合の患者搬送に備え、必要に応  の連携により、地域住民に対し、妊娠・   

産科部門に確実に連絡がとれる等両  送紹介を受けた場合、同一又は県内同  じ、消防機関が周産期救急情緒システムを ‾一‾‾▲▼」▲‘lJL‘■’⊥  係舌による検証が行われているか。  把握しているか。その上で、各種の医師  額になるよう具体的な指導・助言を  出産に伴うリスクや妊娠の兆候があっ  
過  ト塩仝爪庄由一盟槌蛤仁 

＝濃違陽腋一ノ   ーrlll【」－′ノ■＝こjh′「▼・l・■・－■■【－－・－－t  
山工告発   

か。   等に連絡がとれる等連携体制が確保  （かかりつけ医等の他に、夜間に分娩  いるか。  話動を衰施Lそ亡1音義（∴  

されているかっ  を取り扱う医療機関や助産所が十分確  
保されているか。県内において空白時  
間蒜は存在しないか。）   

○消防からの妊婦緻争搬送照会を救  ○当システムについては、パスワードの発  ○ハイリスク分娩のみならず正常分娩にも対応可能な産科医療提供体制を縞   ○検証等は実施していない。   ○産科医師の充足状況は把握している  ○平成19年度から妊婦健康診査が2  

色部門で置けている分娩実施医療機  回から5回程度の実施ができるよう交   

関（分娩実施施設）は全道で33歯所  んどの産科医療機関が加入し ている状  字、旭川医科大字の三医音大辛から産婦人科医師の派遣を受け、産婦人科医   整備している地域がある他、輪番制は  を屈り、勤務環境の改善を促し、医学生や研修医で産婦人科医師を志望するイン   付税措甚が拡大されたことから、市町  査を受けることが重要であることから、  平成柑年11月時点 平成20年度実施予定  

となっているが 救急部門と産科部門  況。また、消防橡関については、消防本部、  師の侵先的かつ重点的な確保を回るとともに、産婦人科医師の配置が十分   実施していないものの、各塵”或に所在  センチイブを高め、苦い医師を育成するなどにより増員を図ることとしている。   村に対し妊婦健康診査の拡充につい  母性や乳幼児の健康の保持や増進を  実施周勤市町村数 実施回数市町村数  

の連携体制は確保されている。  消防署を含め、324臨所中117箇所が加入  でない地域の医探機関に対し、産婦人科医師の派遣を推進するなど、地域に   している総合周産期母子医療センター  ○産婦人科医師の確尉＝ついては、女性医師／くンクや国の緊急臨時的医師派   て通知するとともに、様々な機会を通  目的とした講習会を開催するなど、母  10回以上  4 10回以上  5  
しており、当システムの周知及び加入の促  等へ搬送することとしているなど、各地  じ、市町村への啓発を行っている。  子保健に関する内容が正確によリー  

進について通知している。   七引こおける搬送体制は梓立されてい  層の周知徹底を図るよう市町村に対し  5回108  
北海道  る。   依頼した。   5回未満166 4回3   

3回8   

2回4  
1回4   

未定46  
合音十180 1BO   

Z  青森県  確保されている   確保されている   体制がとられている   確保されている  検騒が行われている   把握している   正常分娩費用は自由形療であり、県  啓発活動を行っている  受診勧奨を行っている  5回以上の公費負担制度が全市町村において等  
「妊婦連結累」により医療機関との連   市町村訪問や主管課長会誌等を通   入されつつある    妊婦の搬送貯ムは 常に産科部門が  産科部門を有する全ての医療機関は、  産科部門を有する全ての医療機関ととも  通常の診療時間として夜間に分娩を取り扱う医療機関や助産所はないが、県   問題となる過去の搬送症例が発生した  県内の産科医の充足状況は把握してい  下の医療機関の分娩章用を個別には  

入可否Ⅵ 
ても同様の取扱いがなされている。  なっており 必要に応じて救急部門と  を行っている。  機関等による「周産期医療システム連  医師などの受け皿となる「あおもり地域医  円）の範囲内に設定されており、医療  婦連絡宗により、妊娠中の生活、リス  実施した。また、県広報で妊婦像康診  ま32市町村が5回以上の実施を予定しており、  

の連携確保が可能となっている。  絡会」を随時開催し、事例検証及び連  療・医師支援機欄」の創設や、医師確保  機関による大きな変動はないと認孟鼓し  クの兆候等について指申し、啓発活動  査の必要性lこついて啓発を行ってい  残る8市町村においても拡大を検討中としてい  

携体制の強化を匿っている。   の基本指針となるグランドデザインを策定  ている。   を行っている。また、妊娠についての  る。   受㈲脛をクキス‾⊥⊥なrT土ミ  同産期致至情報システムと並行して敷  に；県内全Tの消防横間が周彦期救急情  内1か所の総合思産期母子医療センター及び県内4か所の地域局産期母子医   場合は、総合周産期母子医療セン  る。その上で、本県に医師を誘引し、定着  把握していない。しかし、正常分娩黄  挽が図られており、市町村では、妊娠  じて、公費負担措置及び妊婦健康診  平成19年反中に公葬負担回数を40市町村中、    り ファーストコールが枚急部門であっ  急医療情報システムにアクセス可能と  報システムを利用できる体制となっている。  額センターにおいて24時間体制で緊急分娩の取扱いとハイリスク症例の受入   ター、発生圏域の関係医療機関、消防  させるための医師確保策として∪Ⅰターン  用は、通常は出産育児一時金（35万  届出時に医療横間から提出された妊  喜の必要性を啓発するよう動きかけを  16市町村が5回以上としている。平成20年度に                                                              る。   
ll   

同産期致至情報システムと並行して敷  

l  受入可否Ⅵ㈲脛をクキス‾⊥⊥なrT土ミ     に；県内全Tの消防横間が周彦期救急情  内1か所の総合思産期母子医療センター及び県内4か所の地域局産期母子医   場合は、総合周産期母子医療セン  る。その上で、本県に医師を誘引し、定着  把握していない。しかし、正常分娩黄  挽が図られており、市町村では、妊娠  じて、公費負担措置及び妊婦健康診  平成19年反中に公葬負担回数を40市町村中、  

り ファーストコールが枚急部門であっ  急医療情報システムにアクセス可能と   報システムを利用できる体制となっている。  額センターにおいて24時間体制で緊急分娩の取扱いとハイリスク症例の受入   ター、発生圏域の関係医療機関、消防  させるための医師確保策として∪Ⅰターン  用は、通常は出産育児一時金（35万  届出時に医療横間から提出された妊  喜の必要性を啓発するよう動きかけを  16市町村が5回以上としている。平成20年度に  
ても同様の取扱いがなされている。  なっており 必要に応じて救急部門と  を行っている。  機関等による「周産期医療システム連  医師などの受け皿となる「あおもり地域医  円）の範囲内に設定されており、医療  婦連絡宗により、妊娠中の生活、リス  実施した。また、県広報で妊婦像康診  ま32市町村が5回以上の実施を予定しており、  

の連携確保が可能となっている。  絡会」を随時開催し、事例検証及び連  
携体制の強化を匿っている。   の基本指針となるグランドデザインを策定  を行っている。また、妊娠についての  る。  

し、医師確保のための具体的な環境整備  悩み等の相撲窓口として保健所の「女  
等に取組んでいる。   性健康相放」について市町村広報を遇  

じて周知している。  

3  岩手県  確保されている（100％）   確保されている（9ト7％）  迅   
確保されていない医療機関には、救急   、 
に対応する専門診潔科が少ない  宅かb分娩施設まで自家用車で60分－90分を要する。本県の医療計画では、  ヽなヽ   お‾′－＼が妊‾兆   均等1l貴家底局子保健課長通知）に基づき  

本県の周産期医療ネットワークは かかり   遠隔妊婦健診やITを活用した周産期医療ネットワークなど、機能分担と地域連  候があった場合の医療機関受診につ  妊婦健康診査の拡充に努めているが、市町村に  

本県では、産科医師不足により平成19  把握していない。   めのアクションプランを策定するとともに＿  いての啓発活動は十分把握していな  よっては交付税であることから5回の実施に至ら  

年中にも2病院が分娩を休止しており、  医師確保対策室をおき、医師確保lこむけ  い。  ないところもある。  

産科救急の受け入れ体制は確保され  た取組を実施している。  市町村における小中学生の赤ちやん  
ていないため、搬送先のトリアージが  ふれあい体謀の事前学習として、母子  

重要となっている。  る医療惚関を調整し、確実に搬送する仕組  手帳を着用した健康教育が実践されて  
みとなっている。分娩を取り扱うすべての医  おり、県では赤ちゃんふれあい体験事  

療機関は周産期医療ネットワークを活用で  実の支援事業を推進し拡充に努めて  
きる体制にある。  いる。  

市町村の母子手帳発行時に併せて、  
総合周産期母子医療センターのN】CUが満  県が作成した／くパ手」帳を併せて配布  

床の場合にあっても、相対的に軽症の児か  」、妊婦健康診査の必要や妊娠中の  

ら後方支援病床に移すなどして受入してい  完早産の予l防について啓発している。  

る。空床情報だけでは受入不可能となるとこ  
ろだが、産科と小児科が連携して調整を  
匡lっている。   

〈■古Ⅷ虎握  一項＝＋訊H   

人工中絶の後遺症事件・事故による特殊な症例に関して処置匝雉、医師不    期決定・搬送を行うために必要な空床†吉報  クー等との連携を国り、周産期医療体制の整備を進めている。  いては、かかりつけ医のいない患者  の人口10万人に対する産科・産婦人科  子健康手帳を交付する際に、妊婦に対   

在で恩人不可とされたケースが多い  等を医療機関や消防本鰍こ提供している。  医師確保倭を推進しているが、宮城貝の人口10万人に対する産科・産婦人科   や、人工中絶の後遺症、事件・事故に  医師数は、7，5人であり．全国値より下  年おり、母子だけではなく、病院にとっ  し妊婦健康診査について説明を行い  回（20）、4回（2）、3回（3）、2回（5）、検討中  

産科医不足が叫ばれる中効率的な救急船送受入の実現のため、消防捜関と  医師数は、7．5人であり、全国値より下回っているほか、地域偏在も見られる。   よる特殊な症例に関して処置困難、医  回っているほか、地域偏在も見られる。  ても大きな負担となっている。このた  受診勧奨を行っている。   （5）となっており、多くの市町村が、5回以上の公  

医療機関の連携の下体制の榛東を図る必要があるが、限られた地域医療貨  特に県北地域の医療資源の不足が顕著であり、集約化・重点化を図ること   師不在で受入不可とされたケースが多  め、妊婦健康診査の受診に関する啓  草色担を行う予定となっている。（平成19年12  

源を有効に着用し 現場に混乱を招くことのない実効性のある体制とするため、  い。   看であり、集約化・重点化を回ることで、  発活動として、県でポスターを作成し、  月集計段階の状況）  

慎重な検討が必要である。  こととしている。  安全で適切な医瑳を効率的・効果的に提  平成20年3月にJR東日本電車中馬リ  
仙台地域では、産科セミオープンシステムが導入され、機能分担と連携によ  供できる体制の構更を因っていくことと」  で広報を行うとともlこ、市町村にも配布  

る産科医療提供体制が棉梁されており、緊急時には、妊婦が分娩予約をした  ている  を行う予定である。   
病院が対応することとしている。  
長期間にわたり人工呼吸管理が必要となる新生児に必要なN忙∪及びN】CU  
後方病床が不足し、他県への搬送も発生している。  

‾6I                           5  秋田県  県内で分娩を取り扱う病院は17施設  分娩を取り扱う病院おいて、他部門の   救急医療情報システムに産科に係る救急  分娩を取り扱っ病院において、産科  ハイリスク症例に対応するため、県央  「救急要旨引－おける産科・周産鞠傷  分娩を取り扱つ病院において、産科医  医療機関における分娩費用について  市町村において、医療機関との連携のもと、母親教室（ハハママ教室等）で、   平成15年度かb、県事業として妊婦健康診査の 無料券を5匡】（歯科健診1Ⅰ司）を限度とし 
であり これらの施設は全て散華告示  診療を必要とする搬送照会を受けた場   情報を含んだ内容で運用しており、消防機  医師はオンコールも含め24時間対応  地区に総合周産期母子医療センターを  病者搬送実整調査」において、問題と  が2名以下の病院が半数を占め、日直・  把握は行っていません。また、適当な  妊娠の綬過等、妊娠中の注意を含め教育を行っています。  、市町村  
病院となっています このため 同医環  舎、症状に応じて、同病院の赦急部   a割こおいても産科にaるn報を得ることが  を行っています.土曜日.日曜B・祝B  1カ所tF雇しています.また、県北、県  faるケースが発生していないことから、  当直やオンコ-ルによる待機など勤務医  金線とのW断材料が無いことから、指  また、市町村の広報や健R相談等でも妊婦健診の無料受診券制度を周知す   こ補助しており、市町村の独自分を入れても、公  
機関の救急部門で妊婦の搬送照会を  門、同一医療圏の救急部Fl、または、   可能となっています。   においても同様となっています。  南地区に地域同産期母子医療セン  医療機関、消防機関等からなる検証は  の負担が過重となっているなど、産科医  専・助言を実施したことはありません。  るとともに受診勧奨をしています。  責で負担されている妊婦健診（検査券も含み）  

啓けた場合 同医療機関の産科部門  他の医検周の救急部門に連絡する連  クーを各1施設認定しています。このほ  行っていません。   が絶対的に不足しています。   なお、保健上必要があるにもかかわ  ま、最低9回分（ほとんどが10回）となっていま  

に連絡、または、携帯電話で産科医に  か、大学医学部附属病院においても、  このため、産婦人科等の特定診療科に  す。  

連絡することで、確実に連絡がとれる  ハイリスク症例の受入がなされていま  従事しようとする大学院生又は研修医に  
連携体制が確保されています。   す。  対する修学資金又は研修資金等の貸与  

を行うなどの各種取り組みを実施し、医師  
確保に取り組んでいます。   が行われています。  

E】昌号ゑ・ヨき⊇，  
の医療依関はオンコール体制で対応している。産科を有しない医療機関に妊    有していないが、（1）（ア）のとおり地域の実  る拠点病院、さらに高度周産期医療校閲まで達観した、県全体を力′トLた周   ない。   診勧奨のため、県及び市町村において   

娼が搬送された場合においては、同一医療周の産科を有する病院への紹介を  を創設する等、県としての対策を講じて  チラシの配布をはじめ、ホームページ、  

行う等、両部門の連携体制が確保されてる。  送照会への支障はないと認鼓している。   いるところである。さらに．医師に対す  広報たやマスメディア等を活用しての  
また、産科部門から他診療科受診を要する患者への対応については、自医穂  る子育て・介護情報を提供する等のサ  啓発を行っている。  

捜関内での専門医による対応、または医療圏内の専門病院に紹介する等の連  ポート事業も展開している。   各市町村において、母子手帳交付時  

秩を周っている。  や広報誌等により公費負担制度につ  
いて周知を囲っている。  
また、未受診者に対して個別の受診勧  
奨を行っている市町村もある。   

山  福島県  連携体制が確保されている。  連携体制が確保されている。   ∃lJh－1∃  
ら稼㈲しており、消防枕関が利用している。システムを構要している。  行っている。   や地域推薦枠の設定、ドクターバンクの  ロで受診勧奨を実施している。公費負  

運用、公的病院等への医師派遣、修学  担措置についても、多くの市町村で、  
資金の貸与など産科医を含めた医師確  母子健康手嶋交付時の他、広報誌、  
保対策に積極的に取り組んでいる。   ホームページ等で周知を図っており、  

未実施の市町村においても、全ての市  
町村で今後実施を予定している。   

3
 
 
 



8  茨城県  導入している  く  十－  無  
機関が2回以上入力している）   している  なっている   行っている   督促を行っている   に説明会を実施しており一内容は理解  

応需情報がリアルタイムの情報になっ  されている  
ていないため．救急隊が搬送照会を行  

センターが医療機関からのシステムに  
うときに医療機関の診療状況と応需情  関する問い合わせに対応している   
報の内容が合っていない場合がある  
救急車内から応需情報を閲覧できない  
ため．救急現場で情報システムを着用  

することができない   

g  栃木県  導入している   概ね1日1．21回の更新   本県では、約83％の救急医療棲関において、医療捷関の機能・体制等に精  丸3日、入力を行わない医楔機関に対  「産科」のみの区分は矧ナていない  事実関係について照会を行っていない   
通した看がシステムに入力しており、約82％の医療機関において空床状況の  し、入力の督促を行うなど、フォローを  

確認を行っている  行っている   

巳1回以上の更新が行われてし、る。  櫛こ精通した壱が入力している。   †丁つししヽ匂   連体制がとられている。   旺   
る。  

、1［∃1の 
行っているため、更新の都度、内容に 係る周知を因っているとともに、必要に   いて、 っ  

巳1回以上の更新が行われてし、る。  櫛こ精通した壱が入力している。  †丁つししヽ匂  連体制がとられている。   隻けndM腋    託先にお  10  群罵県  鞍急医額情報システムを導入してい  産科救急の中核医硬縫関にあっては、1  医師・看護師等の医療撹関の機能・体  医師、看護師等が空床状況の把握を  一部の医療捜関を除き、十分な状況伝  一部の医療機関においては、入力真  ンス丁ム管理者（事業の委託先）にお  概ね5年毎にソスTム全体の更新を    産科」のみの区分を設けている。  産科救急の中核医療機関にあって は回以上更新が行われてい る 
報入力ができない場合がある。   係る周知を因っているとともに、必要に  。   いる。  

応じ周知軸底に努めている。  

埼玉県  ○   毎日入力79．3■i   △対応82肌   △対応75．9■i  △対応58．60i   △62．1㌔   △全ての医療機関に対し、文書やシステ  △  △救急医療情報センターで必要に応じ照  
ムのお知らせ画面で、入力更新の励行  会を行っている  
を依挿している  た   

12  千葉県  専入している   毎日勃夕2回定期的に情報の更新を行う  医師・看護師が病院全体について入  入力者が確認 17施設  †・   
こととしている（実施奉 62肌）   力  く■′  ／、ている   周知を図りその後蒲り′‾く運用されて   管理はしていない   

3施設  日    13施吉賢  休日に入力をしている   26施設   いる   消防杜関では、tl機関が照会を行って  

医師・看技師が診療科目毎に入力  いる  
6施設   

13  妄＝ － ＝・  専入している   ・変更がある都度医療隈関が入力し、内容  ・端末は救急外来等に設置し、医臥看護師等が迅速・的確に入力できる体制をとっている。  て●  

が更新される。   ・東京都指定二次救急医療機関においては、夜間・休日も通年で常時対応する体制をとっている。  は、消防捜関及び救急医療所管課が  る。   であり、固定化はしていない。   システム障害発生時等に必要に応じ  
適宜入力更新状況を確認し、個別指導  て確認している。   
等を行っている。  

14  神奈川県  昭和57年よりー神奈川県救急医療情  ・システム参画医療機関に対しては、毎  ・入力者については、県から「瞼樺」は指定しておらず、  ・システムの情報管理については、神  ・システム運用マニュアルや、説明会  ・現在、「産科」のみの区分は設定して  

報システム」を構築L 神奈川県救急  日、朝一夕の2回の定期入力と、状況の変  医療機関毎に機能しやすい方法で対応しており、  おらず、「産婦人科jとして括っている。   

医療中央情報センターにおいて 消防  化に伴う入力を依頼することによって、情  実際に、各医療機関によって、医師、看腹師、事務隠員、守樗i等となっている。  設置している「神奈川県救急医療中央  こついては、説明しており、医療控関  入力の結果としてのことであれば、当  医療中央情報センターにおいて、応需  

機関、地域情報センター及び医療橙関  情報センタ【jにて行っており、システ  然あり得る。   情報入力の督促、内容確認等を行って  

からの問い合わせに対して、救急患者  ムヘの入力が濡っている医療機関に  いるが、定期的に更新がなされている  

の搬送が可能な医療捜関の案内及び  対しては、救急医療中央情報センター  医療機関に対して、その表示内容につ  

情報提供を行っている。   が定期的に督促等を行っている。   いて、誤りの有無など事実関係を確認  
することは行っていない。  
・なお、救急医療中央情報センターが  
実際に搬送先を選定する際には、応需  
情報の表示内容について当吉姦医療機  
関に照会し、受入可否の確認をした上  
で搬送している。   

15  新潟県  周産期医療情報システムを導入して  1日最低2回の更新を行っている。状況  精通した善が入力・・・4医療撞閤   精通」た者が入力する医療機関は、  事務職邑等が入力を担当している場  ほとんとの医療機関においては、夜  情報を6理している新潟県救急医療  周産期医療協さ句会において、ソス丁  周産期医療情報ンス丁ムに登載して  NICUについては、吊時宗床に近い  搬送前に該当医療機関に確認を行っ  

いる。 総合 が変われば随時更新している。  （小児科医、産婦人科医、看護師長   その者自身が空床状況を確認してい  含は、緊急処置や手術の状況が伝達  間、休日も入力を行っている一方で、  情報センターが、未更新の場合は督促  ム設置時に表示項目等を検討し決定し  いる医療捜関はすペて「産科」あり。  状敷こあるため受入可能なときは少な  ている。  
周産期母子医療センターを含め  等）  る。   されてはいない。   夜間、休日の入力を行っていない医療  し、情報の更新をするよう促している。  た。閲覧を希望致する消防橙関や一般  いが、随時状況は更新している。  

た7医療依関の空床情報（M口CU、N  その他の者が入力・‥2医療機関  機関もあった。  医療快関にはパスワードを付与し閲覧  なお、総合周産期母子医療センター  

CU）を提供している。（消防橙関や－  （事務織員、当直師長）  いる場合、入力者が直接空床状況の  してもらっている。  は、自医療橙関が受入不可能な場合  

般分娩取扱機関が閲覧可能）  確認はしていないが、医師からの指示  は、県内医療機関の空床状況を確認  
により入力している。  L、調整を図っている。   
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手順書は作成されていない   

9  栃木県  平日昼間においては約75％の医療機  救急専用のホットラインとしては、分娩  93％の消防桂閻で可能  93％の消l防機関でとられている  とられている   本県から県外への搬送件数は把握し  現在のところ対応していない   
関で、夜間・休日においては約71％の  施設を有する救急医療機関において  ている。また、主に県南地域において  

医療機関で、直ちに医師等の受入判  は約67％の施般に敷設されている   産科の手順書はない（脳卒中の手順  救急や周産期医療について、高次の  

断を行える看が直接対応する体制がと  毒はある）  医僚機能を持つ自治医大や足利日赤  
られている  等に近隣県から多くの患者が来院し間  

迅となっていることから、これらの病院  
への搬送件数については把握に努め  
ている  

10  群馬県  まとんどの医僚機閏において、医師が  医師以外の者が受入照会の対応を行  一部の医環機関を除き、代表番号以  一部の医療機関では、応答記録の作  救急隊には、救急救命士、救急標準  妊婦の救急搬送に関する手順書等は  運用の中で達挨して照会する体制がで  現状で事後検証等を実施しているが、  隣接県への救急搬送の総臥また、母    母体及び新生児を県外に搬送する唱現状では、共有化は図られていない 合 

直接対応する体制となっている。  う場合であっても、全ての医療瞳関に  外にホットラインを有している。   成を行っていない。   課程または枚急Ⅱ課程修了者が配置  ないが、基本的な観察は可能である。  きている。   、基本的には、総合局産期母子医  
おいて医師に受入の判断を確認できる  されている。よって、一般的な観察や  ていない。   は、概ね把握している。  療センターの医師が雇外医確機関と  
体制が取られている。   外の看である場合もある。  処置は全ての救急隊において可能で  の調整を行っている。  

ある。  県外から県内に搬送されてくる場合  
は、搬送の受入依縛があった原産期  
医療施偲において、受入可能な状況  
である塙合、県外搬送を受け入れてい  
る。  

ロ  埼玉県  △対応89．7～   体制がとられていない場合一3医環機  ○   救急隊において、妊娠を前提とした懐  

閻  
△   X  

ラインが敷設されているか  病者の規零が可能か  
△対応55．2％  ○  

窓口から院内の医師等に対し、速やか  
に受入判断の照会を行える体制が確  消防本部に、妊婦の救急搬送に関し、  
保きれている  れているか  医療機関への連絡方法等を示した手  
△対応66，丁㌔  △対応4し4㌔   願書等があるか  

△   
照会応答マニュアルが作成されている  

照会応答マニュアルが医療機関の戦  
邑のみらず、地域の消防本部にも情報  
共有されている  

12  千葉県  体制がとられている施設 24施設  体制がとられていない 10施設  ホットラインがある 16施設  作成している  20施設   配置されている   微急隊において、妊娠を前提とした傷  体制がとられている  28施設  体制がとられている消防本部  3  管外搬送の状況としては把握している    柑施設が、県外の医療捷関リストを作現在、共有化は図られていない  
うちl施設は平日昼間のみ   医師等に照会を行える10施設  病者の観察が可能 26緩関  （対象 B箇所）  成しており、そのうち、5施設がルール  

マニュアルの作成 5施設  手順書がある   1機関  を定めている。  

共有化は図られていない   

13  去＝ － …・  ・東京都指定二次救急医療杜闇にお  ・救命救急センターにはホットラインが  ・救急料及び救急救命士課程において  ・東京都メディカルコントロール協措会  ・可能ではない。   

いては．夜間・休日も通年で常時対応  整備されており、必ず医師が対応して  教南されており．観雫可能である。  として放急隊穐専医体制を確保すると  
する体制をとっている。受入判断は医  いる。他の施設は、枚急外来直通又は  ・東京都メディカルコントロール協議会  ともに、事後検証委員会等の体制を  

師が行うが、看護飼等を経由しての確  代表電話経由で担当科に連絡してい  による検討を経た緻急活動基準によリ  とっている。   

認となることもある。  る．   実施している，   

14  神奈ノーl県  直ちに医師等の受入判断を行える者  上古己体制について、平日昼間、夜間・  消防機関からのホットラインを敷設して  搬送照会に係る応答記録を作成してい  消防法施行令で、救急隊員は、  全ての級急陳に救急科課程修了者等  消防機関への調査の結果   ・県内各地区メディカルコントロール協  県境を越える救急患者の搬送は相当    当県では搬送に係るルールは定めて・救急医額情報システムは、各都道府  
が直接対応できる体制について、確認  休日のいずれか一方でも体制が取ら  いる医探観閲は約53％、また、対応  る医療機関は約47％。   一 救急業務に関する講習で総務省  の救急医療に関する知言註を有する隠  照会を行う等の休制がとられている消  ほ会（5地区）において、救急絶命士へ  数あるものと思われるが、当県におい    いない、  県がそれぞれの地域性や実状に応じ  
した結果、平日唇臥夜間・休日ともに  れていない医療接関（82医療機関）に  者を医師等と定めている医療捷関は、  ただし．このほかに．受入を断った場  令で定めるものの課程を修了した者  員が配置されており、妊娠を前提とした  防本部   の指示体制を確保している。   て、具体的な搬送実葱は把握していな    また、搬送照会等の対応を行う医療捻て運用しているものであり、現時点に  
体制が確保されている医療機関は約4  確認した結果．速やかに医師等に照  そのうちの約53％であった。   合、休日・夜間のみ、来院されなかっ  全26消防本部のうち17本部  ・また、救急救命士の質の向上、指示  関等についても予め定められてはいなおいては、パスワードの提供を行う等、  

2％、平日昼間のみの体制確保が約1  一合など対象 した上～成し   い  シス‾ムの共有化は図ってい≠‾い  
0％夜間休日のみの体制確保が約   回答数1引（回答孝762％）   ている医療機関はあった。   総務省令で定める者  への連絡方法等を示した手順書善が   のため、症例検討会、指示医師研修  

3％となり、平日昼間．夜間・休日とも  回答数139（回答率75．1％）   とされているおり、全ての救急隊に救  会、検証医師連絡会等を開催し、救急  
に体制が確保されていない医療橙関  急科課程修7看等の救急医療に関す  搬送支援体制の推進を図っている。   

は約45％であった。  約43％の医療捜関が作成している  る知絡を有する陣貝が配置されてい  
回答数】41（回答率78．2％））   が、一方で、地域の消防本部とマ＝ユ  る。   

アルを共有している医療桂関は約1％  
であった。  

15  新潟県  NICUを整備している規産期母子医療  上記体制がとられていないセンター  救命救急センターに消防機関からの  応答記録用経という様式はないが、  すべての救急隊に緻急救命士又は救  全数急隊員が救急科課程等を修了し  救急隊による受入照会が困難な場合  消防本部から相談、提案等があれば、  把握している。  県外への妊産婦や新生児の搬送につ 現在、他県の応需情報へのアクセスの  
センターにおいては、夜間、休日にお  においても∴窓口から医師等に速やか  ホットラインが敷設されており、医師か  各局産期医療機関において、電話応  急科課程修了者等の救急医療に閲す  ており、妊娠を前提とした傷病者の観  こは、救急隊と指令センター双方が連  協議会において検討することとしてい  （平成柑年1月～12月の妊婦救急搬送    いて特にルールを定めてはいない。し 共有化は図られていない。  
いて 直ちに医師等の受入判断を行え  二受入判断の照会を行える体制が確  らの指示が必要な場合は．救命救急  対の記録をとっている。それにより、年  る知鼓を有する略員が配置されてい  携を行うこととしている本部が多いが、  る。   件数）  かし、県外へ膳送を要する事例が生じ 搬送は、出産後の家族の負担を考え  
る善が直接応対する体制がとられてい  る。   また、妊婦の救急搬送に関しては、  救急隊による照会でほとんどの事例の  県外搬送1件  た場合には、総合周産期母子医療セ れば、原則県内に留めることが理想で  

る。   マニュアルは作成されていない。  連絡してもらうこととしている。  能である。  医療捷関への連絡方法等について内  ンクーが県外医額機関との調整を行っあり、県外への搬送は極めて例外的な  
部で手覿を定めている本部もあるもの  ている。  事例と考える．すべての医療緻関での  

の、手願書までは作成されていない。   情報の共有化は必要ないが、少なくと  
も総合周産期センター同志の連絡はと  
れるようにしておくべきと考える。   
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出者に対する訪問保個指導  

（公費負担措置周知）  
広報誌．ポスター等による広報  

婚姻届．妊娠届時，個別訪問時の周  

9  栃木県  分娩機能を有する救急医療絶間にお  分娩機能を有する救急医僚機闇は、1  とられている   周産期医療に係る医療体制が構築されている  産科に係る搬送症例の検証は行って  各病院・診療所における常勤医師数、分  把握していない   早期の妊娠届出の励行や．妊娠届出時に母子健康手帳の配付に併せて妊婦   平成19年10月現在の栃木県内市町における娃  
いては約92％の医療機関で確保され  いない 今後の検討謙語である  娩件数について把握している  健診の受診を奨励するとともに、妊婦健診費用の負担を軽減するめ、公費負担  
ている   の拡充を行っている。また、健康診査で異常が発見された妊婦等、ハイリスク  

妊婦に対しては、必要に応じたフォローアップを行っている。  平成20年度以降は、5回以上の実應を検討して  
なお、今般の「産科微急搬送受入体制の確尉こ係る方策」を受け、早期の妊  
娠届出の励行及び妊婦健康診査の受診の勧奨について、さらなる配意を行う  
よう、市町に依持するとともに、県の広報紙やホームページにより、県民に対し  
て広く勧奨を行ったところである  

10  群馬県  枚急部門と産科部門における達挽体  本県の周産期医療を担う12の拠点病  消防機関が周産期救急情報シス了ム壬利用  何らかの理由でかかりつけ医が対応で  l搬送元産科医療亀甲からの受入額翌  地域メディカルコントロール協法会にお  産科医の不足の状況を踏まえ、医師練  分娩費用の把握及び指導・助言は  県並びに市町村においては、ホーム  県では、母子健康手l長の別冊を作成  平成20年度には、ほとんどの市町村で5回以上  

制は確保されているや   院のうち、11の施設は総合病院であ  することはできないが、消肪機関から搬送  きない場合は、各地域の拠点病院（地  依較を受けた総合席産期母子医焼セ  いて、救急搬送全般の事後検証等を行  保修学資金貸与制度や小児・席産期医  行っていない。   ページ及び広縮誌等により、早期の妊  し、全妊婦に市町村窓口にて配布する  の公費負担左予定している。  
リ、同一病院内での連携が回られてお  照会を受けた一般産科医療機関がシステム  域同産期母子医録センターや協力医  ンターまたは地域周産期母子医療セン  う中で産科に係る検証も実施してい  娠届世の推進並びに母子保健手業等  とともに、市町村では、広報誌への妊  
り、残る1医療機関も近隣の総合病院  る。   対策を進めている。  について啓発活動を実施している。  婦健診受診勧奨の掲軋等を行ってい  
と連携を取り、対応している。   接的であるが、利用できる体制はとられて  ど、「群島県周産期医探システム母体・  る．また、象では、妊娠が確認された  

いると考えている。   新生児搬送マニュアル」に基づいた対  妊婦が早期に妊娠届出を市町村へ提  
応が取られている。  出することを推進するため、日本産婦  

人科医会群馬県支部と妊娠届出指率  
業掛こついて業務委托を行い、妊婦へ  
の普及啓発活動を実施している。   

埼玉県  △対応862－。   △対応69肌   △医療計画には周産期医療体制とLて構築，ハイリスク時における連携状況等に  △   都道府県・市町村において、地域住民  
ついては医療対策協法会提言書参照  いて県下36消防本部の協力を得て  に対し、妊婦健康診査の受診勧奨を  

行った母体搬送実整調査によると．本  行っているか  
県で搬送車死産などの事例はない   ○  

健康珍重に公費負担措置がなされて  
いる旨の周知を因っているか  
○   

12  千葉県  救急部門と産科部門との連携体制は  概ね対応できている   ちば救急医療ネットにおいて、膚産期応需  平成19年70月1日より、周産期医療センター及び同クラスの病」環の連携によ   妊婦の救急搬送に閲し、受入困難事  国の統計に基づき、把握している。  把握していない   早期に医療機関の受診や妊娠届出を  全ての市町村において、妊婦健康診  現状では、2回が53市町村∴堰以上が3市町村と  
一部確保されている。  情報を提供している   る母体搬送システムを実施  例が発生したことを受け、意見交換会  勧奨している市町村は、37市町村で  

を開催した。   付制度等を創設し、医師確保対策を実施  あり、啓発の方法は広報・ホームベー  
している  ジのほかに市町村独自の子育てガイド  20年度においては、5回以上に拡大する見込み  

ブックなどの小冊子により啓発してい  である   
るり  
また、妊娠届出時に出産・妊嬉に伴う  
リスク等が考えられる場合は、50市町  

村で家庭訪問等の活動に継続させ、  
保健指導を行なうとともに適正な医療  
機関の受診を勧奨している。   

り  東京都  ・病院によって達緒体制は様々であるが、必要に応じ関係診療科相互で連弟を   ・東京消肪庁総合指令室にシステム場末が  ・東京都保健医療計画（平成20年圧改定）原案において、周産期医療に係る   ・東京都メディカルコントロール協注会  ・産科医師の充足状況を含めた調査を実  ・19年度の周産期母子医環センターの  ・区市町村の母親学級等での地域匡  ・妊婦健診の受診勧奨や公費負担措  ・現行、各区市町村で∴最低2回以上の公費負担  
とっていると理解している。  設置されており、周産期医療情報システム  各医僚機能を担う医療提供施設の役割と相互の連携について記載している。   の事後検証委員会等での検討体制を  施中である。   分娩費用の状況は把握している。  師・助産師等による普及啓発や、妊婦  壷の周知は．受診券配布時に区市町  を実施している。総体的には、回数増の方向へ  

の情報を適宜着用している。   ・産科・産婦人科標繊医療校閲数707施設のうち、分娩取扱施設（基本的に夜   とっている。  ・左記の内容の指導については、行っ  健診受診票結果による区市町村の事  村が実施している。その他、母親芋級  向け取組中である。  
間対応）は192施設である。  ・周産期医壕協儲会に、周産期母子医  ていない。国の明確な見解を示された  
りヽイリスク分娩対応可能な周産期母子医療センター22か所で、24時間の受  い。   
人体制を確保している。  東京消防庁等の委員が入り、屑屋期  

に係る事例等を検討する体制をとって  
いる。  

T4  
時点で、直ちに産科部門へつなぎ、産  制については、把ね確保されている。  情報システムにアクセスし、情報を閲覧する  体制の充実を図ることとしている。  周産期救急医療システムにおける産  成18年、平成19年に実施し、県下の分  て、分娩費用を把握しているが、分娩  し、妊婦健康診喜の必要性や公費負担の実施を含めた「妊娠中の礎康管理」   婦健康診喜の無料受診券または補助券を配布し  
科部門において受入可否の判断や、  ことは可能である。   ・周産期施設や設備を充実するとともに、医額機関の能力に応じた役割分担に   科搬送、新生児搬送の美恵調査を行  娩施設、医療従事者の状況を把握（夜  費用の設定について具体的な指導・助  や「妊婦健診の内容」、「妊娠中の健康相談」に関する情報提供を実施してい   ている。  
搬送後の処置を行う体制を確保してい  ・ただし、周産期救急医療情報システムは、  よる救急体制である周産期救急医録システム及び医療桂閤情報を迅速に提供   い、対応を換言寸している。   間・休日の状況については、未実施。）し  言は行っていない。   る。  ・妊婦健康診査の公費負担回数については、平  
る  ハイノスク周産期救急患者を分娩施設から  する周産期救急医療情報システムを構要している。  ・また、神奈川県産科婦人科医会にお  た上で、医師確保対策に係る具体的な取  ・また、本年1月には、妊婦健康診査の受診勧奨を目的としたポスター（妊婦闇   成19年度においては 各市町何によって2回 3  
場合によっては、産科部門の助言等  高度医僚機閏へ転送することを目的として  いて、定期的に症例報告会などを実施  り紹みを実施（計画）している。  康診査の公費負担措置についても記載）を県で作成し．県内市町村への配布   回．4回、5回となっている。  

バックアップを得た上で、救急部門にお  いることから、敢急車による未受診妊婦服  しており、平成19年廣には、消防桂蘭  のほか、県医師会や助産師会、薬剤師会等関係団体lこ医療枕関や助産院、   ・国通知による公費負担の5回実施については、  
いて受入可否の判断や搬送後の処置  送などシステムの目的と合致しない案件に  との意見交換等を実施した。  藁局等への配布を依持するなど、妊婦健康珍重の受診勧奨や公費負担の周  
を行うこともあるっ  ついては、一般救急と同株、救急隊が搬送  知を囲っている。  が、次年度以降に向けて回数増の実施を検討し  

先を確保することとなる。  ・そのほか、県広報紙や新聞において、女性の健康相談と併せて．妊婦健康  

診査の受診勧奨及び公費負担の周知を図っている。  
・市町村については、ホームページや広報等を用いて、妊婦催衆珍重の受診  
勧奨、公費負担の案内などを実施し、地域住民に対する周知を図っている。  

15   周産期救急情報システムは、パスワードを  県内の周産期母子医療センターは、24時間対応可能な体制をとっている。   開通となった搬送症例は今のところ  県内の産科医矧こついては把握してい  医療桂閤における分娩芦用は把握し  各市町村において、妊娠届時や母親  各市町村において、妊娠届時に、妊婦  H19†01現在、20／35市町村が5回以上の妊  
必要に応じ、産科部門に陪実に連絡が  産科医が院内の緻命救急センターや  付与された消防機関が閲覧できるように  ないが、あった場合は消防機関も委員  るが、個々の医療機関の夜間・休日等の  ていない。   教室などの母子保健事業実施時に、  健診公費負担受診券を交付している  婦健診公費負担を実施している。平成20年度以  
とれる等両部門間の連携体制が確保  該当科に連絡をする等連携体制がとれ  なっている。  となっている周産期医僚協言毒会におい  人員体制については把握していない。  分娩費用は自由診療となっており、  必要な指導・支援を行っている。  まか、県のホームページで各市町村の  降、5匡】以上の公費負担実施市町村数はさらに  
されている。   る病院がある一方で、脳神経科がない  て検証することとなる。   取組については、総合的な医師確保対  

等で対応できない事例もある。  策を実施する中で産科医の確保に努める  の妊婦健診公費負担状況を情報提供  
（地区療機関との連携）  とともに、平成20年度からの重点奨学金  している。   
地区療機関と予め連挽体制をとってい  貸与の条件として産科を含む特に不足し  
る病院もある。  ている診療科に勤務することを盛り込む  

ほか、医師確保・へき地区操支援会注で  
女性医師の支援策について検討してい  
る。   
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16  冨山県  導入している   二次救急を担う輪番制病院の7割が毎日  二次救急を担う輪番制病院の6割が精  二次救急を担う輪番制病院の約7割が  二次救急を担う輪番制病院の半数以  二次救急を担う輪番制病院の半数が  システムの運営を委託されている県医  今年度中にシステムを改修予定であ  新システムで対応予定   更新頻度に比例   行っていない  
更新（うち、お産を取り扱う病院に限定する  確認を行っている   上が伝達される仕組みになっていない  夜間・休日にも入力を行える状簸であ  リ、3月に新システムの説明会を開催  
と9書l以上）   る   する  

17  石川県  平成9年1月より「石川県災害・救急医  1日に2度の更新をお匿いしているところで  まとんどの産科救急医標杜関が精通  約半数の産科救急医僚機関が行って  約3割の医療機関が伝達される仕組  約3割の医療校閲が夜間・休日におい  3日間情報入力が行われなかった鴇  定義や表示項目について．理解が困  設けられていない（r産婦人科」と衷  更新の際に確認してもらうため固定さ  行っていない  

療情報システム」を帝人   ある。   している者が入力している。   いる。   みとなっている   て入力を行える状態となっている  合には、FAXにより督促を行っている。  雉という意見が出ていないため、周知  れていない  
していなし＼。   

18  福井県  専入してし＼る   ・1〔］2匡l更新jるよう指専   ・空床扶況、診椋科別の手術  ・7【∃間更新がない場合は、入力の督  ・定義等を理解しやす〈し、その周知  ・「産婦人科jr産科」の区分が設けら  ・医療捜問の実情に応じ入力されてし1  ・適宜行っている。   18  福井県  専入してし＼る   ・1〔］2匡l更新jるよう指専   ・空床扶況、診椋科別の手術   ■・7【∃間更新がない場合は、入力の督  ■・定義等を理解しやす〈し、その周知  ■・「産婦人科jr産科」の区分が設けら  ■・医療捜問の実情に応じ入力されてし1  ■・適宜行っている。  

している。   ・処芦の可否を入力する体制が確保されている。  促をしている。   も因っている。   れている。   る。   
・産科を有する穀急医探横関  
（以下「産科救急医療位関」という。）のほとんどは精通者が入力し、  

入力者が空床状況等の確認をし、夜間・休日でも入力できる状態になっている。  

1g  山梨県  ○導入している勺   0ほぼ全ての医探楼閣で毎日更新してい  0毎日、更新されている。   ○行っていない。  
る。   る。   画面に表示され、当該医療蛭間に対  ま適切に理解されやすいものとなって  

○しかしながら、医療機関の中には、特定の事務隠員が入力しているため、休日などに入力が行うことができない事例も見られた。   し、県救急医硬情報センター賦員（県  

が事業委託〉が直接．督促を行ってい  

る。   
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ろはこれまで相談  

妊婦の救急搬送に関し、医療機関へ  ぱ相談助言を行うことは可能。  
の連絡方法等を示した手順書等がある  

照会応答マ＝ユ7ルが作成されている  
か。  －13の消防本部のうち、手順書がある  

→作成されている  のは2ケ所  

マニュアルが医僚機閤の陰員のみなら  
ず、地域の消防本部にも情報共有され  
ているか。  
一ホットラインがないところは共有して  
いる   

荘  体制がと‾れている  定められていない   図られていない  
に医師等の受入判断を行えるものが   傷病者の観察が可能となっている。な   間に「救急救命士の特定行為に関する  消防本部の搬送先医録捜関について   
直接応対する体制がとられている  やかに受入判断の照会を行える体制  お、手順書がある消防本部は11消防  指示協定」が締結され、特定行為に係  

が確保されている。マニュアルについ  本部中2となっている。  る指示をもらうための体制が確保され  
．ては障員のみで情報共有されている   

－8   
・産科救急医療捜関のほとんどで敷設  負・、昌  県境を越‾る搬送に関して  本県の周産期医療体制においてはリ  パスワードの共有等の救急システムの  

‘‾‾る者が南  されている   」ている。   
スタの高い妊娠や高度な新生児医僚  共有化については、情報システムの運  

接応対する体制がとられている。  ・対応青ば医師等になっている。  疾病別の搬送実態は把握可能であ  
妊婦の籾煽傭送で間遠とた‾   

ている  

ことができる環境づくりを推進するた   

ては障員のみで情報共有されている  ている  

福井県  ・産科救急医療横間のほとんどは直ち  ・産科枚急医療杜関のほとんとは作成   配置されている。   可能である。かかりつけ医に行き、そ」  婦の救中 ロ ▲  ス． ＿  本県の周産期医療体制においてはリ  

に医師等の受入判断を行え 但  されている   」ている。   から総合周産期母子医環七ンクー等に   スタの高い妊娠や高度な新生児医僚  共有化については、情報システムの運  

接応対する体制がとられている。  ・対応青ば医師等になっている。  連絡、搬送する体制になっている。  の場合の体制はとられている。  る。  を提供し、安心して子どもを産み育てる   用方法の良いや県内患者の受け入れ  
る。  先の確保の観点から、実現は困塑な   

め、平成16年度から県立病院内に総  
合母子医療センターを泣言するととも  
に、県内の主要な病院を地域局産期  
母子医療センターに指定し、NICUで  
低出生体重児の治瘡に当たってきた。  
また、NICUが満床扶箆で推移する  
中、県立病院のNICUを増床し、県内  
で治療ができる体制を積極的に進めて  
きた。  
しかし、重篤な患者であり、県内  
で手術等ができない場合など、限られ  
た事案について、隣県の石川県や近  
畿の大学病院等へ個別具体的に受け  
入れの要請を行い、手術等の処置を  
行っている。こうしたことは、主に県立  
病院や福井大学附霜病院が実施する  
こととなり、随時実慧の把握に努めて  
いる。  
また、近畿2府7県において、棄  

良県で起こった事案を受けて、平成19  

年9月に近畿フロック局産期医療広域  

連携体制の確保に向けた検討を行い、  
実施要領を作成の上、近畿地域での  
広域的な患者の受け入れ連挽体制を  
捕吏し．各府県における広域連携調整  

拠点病院を設置したところである。本  
県においては、総合周産期母子医療  
センターのある県立病院が、県外医療  
機関からの受け入れ要冨引こ対する窓  
口となって調整にあたることとなってい  
る。  

■う   ○搬送先の選定に困難をきたす消防   
開からの搬送照会に対し、直ちに医師   環の知識を有する隠員が救急隊に配   本部においてルールが定められてお  

等が対応できる体制が整備されてい  置されている。   の救急搬送に対し医探愴関への連絡  t【昭A  

○半数程度の医療桂関でマニュアル  方法を示した手順書を作成している消  ている。  る。   
る。   

の作成が進んでいるが、作成している  防機関は少ない。   

医療捜関でも消防校閲にそのマニュ7  
ルを提供しているのは少ない。   
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交付時、母親教室等で実  

いる旨の周知を回っているか  
→新聞、公報等で周知   

17  石川県  まとんど全ての産科医療機関において   消防縫聞からの要請に対し、総合周産期母  構要されている   確立している   行われていない   把握している。また、産科医を目指す医  把握している   日本産科医会石川県支部及び日本助    県広附こ掲載し周知を行うとともに、実平成19年度より、全ての市町において公乗員担  
確保されている  子医環七ンターが必要に応じ周産期救急情  学生については、修学資金を貸与するな  産師会石川県支部、市町との達観に  

報システムを着用し、適切な受入先につい  ど、産科医の養成・確保に努めている。  より、啓発活動に取り組んでいる。（倣  

て調整することとしている   病院で常時受け入れ体制をとっている  やか妊娠育児支援強化事業等）  

18  福井県  全ての産科救急医療機関で前段の連携体制が確保され、全ての分娩取壊医    本県の周産期医療情報ネットワークは、広  全ての分娩取扱医療機関が夜間も分  確立している   問題となった事例の報告はないが、万  医療機関ごとの産科医の配置状況を把  把握している。   妊婦鍵康診査の受診、早期の妊娠届出   の勧奨lこついて、機会を捉えて、各市 すべての妊婦に対して．妊婦健康診査の一部無  

僚機関で後段の連携体制が確保されている。  域災害救急情報システムの追加メ＝ユーと  娩を取り扱っており、空白時間需はな  ー、開祖の事例が生じれば既存の協  握している。   不適当と思われる事例がないため、指  町に周知している。また、市町において   ま、広報誌やホームページ等で普及腎料化（3巨】～14回）を実施している。  
い。                リスクの高い妊娠や高度な新生児匡標の提供を行うため、総合周産期母子    して整備し、情報を蓄積するサーバーを共有  措会で検量正可能   具体的な取組も実度している。   串等は行っていない。   発するとともに、妊婦位康診査の助成制   度について、医療練関の協力も得な  また、本県独白の取趨みとして．3人目以降の  
医療センターにおいては、24時間体制で母体や新生児を管理しており、救急  がら、周知を図っている。  妊婦に対しては、県の補助制度を設け、妊婦催  
指定病院に指定されていることから、救急搬送があった場合の緻急部門と周  康診査を原則無料（14回まで）とし、出産にかか  

産期医療部門の連携体制は、確保されている。また、地域周産期母子医療セ  る費用の軽減を因っている。   
ンクーの各病院においても、リスクの高い妊娠等に対応するための医療体制を  
整えている。さらに各病院の代表や救急部門で構成する周産期医療協届会に  
おいて、救急搬送体制等について検討し、卦十人れ分担をするなど、さらなる  
連携を周っているところである。  

柑  山梨県  分娩を扱う全ての病院において、救急   分娩を扱う全ての病院において、産科  現行システムでは消防橙関が利用できる体  構築されている。  行われていない。   充足状況について把握しており、また、  把握している。   ○県では県愛育連合会などを通じ県民1   こ対し情報提供や啓発活動などを行っ ○全ての市町村が県内共通の受診票により国が  
部門と産科部門との連携が腐られてい   部門と同一医療圏の他の病院の枚急  制がとられていないが、本年度、システムの  各種の医師確保対策を実施  ている。  示した健診時期，項目を参考として、5回の公費  

る。  部門との連携が図られている。  見直しを行っており、次年度から消防控関が  （例卜奨学金  ○また、市町村では妊婦届提出時等に  
利用できる体制になる予定。  いて説明している。  の市町村ではさらに独自の健診助成を行ってい   

る。これらの平均回数は564回であり、昨年8   
月の全国平均である28回を大き〈上回っている   

ことや、国が原則としている5回を超えていること   

から、現段階における本県の公費負担妊婦性診   
の水準は、十分とはいえないまでも必要レベルを   
満たしている。   
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・次に、夜間・休日における医師の在否や空床状況などの把握・絃正方法についての調査では、把握・確認方法が平日昼間とr異なる」とした医療機関は26  

32（47．1％）で、さらに、25（36．8％）の医療  

緩朋は「更新していない」と回答している  
（回答数二68）  

・なお、情報の更新綴度の改善の可能性  
については、1日2匡け†限度ニ25（38．5％）と  

回答している一方、随時：27（41．5％）、1日  
3恒】：8〈12．3％）と、更新挽度を増やすことを  

可能とする回答もあった。更新婦虔を改善  
するための条件として、「人的体制の整備」  
や「病院内システムとのシステム連携」を掲  
げている。（回答数：65）  

＜改善可能†生の条件＞  
・病院内システムとのシステム連携が  
必要（各給椴科における直桟入力）  
・院内の人的体制の整備（オペレー  

クーの専任化）  
・システム上のルール化が必要  
＜改善は必要としないとする意見＞  

・基本的に昼間、夜間で勤務が変わる  
ため、2回以上にする必要性が無い。  

・応需情報に急な変更が無いため。  
・現行のままで間顎は無い。  
・「救急医額情報の把握・提供体制等に  
関する調査jにおいて、消防校閲からはリ  

アルタイムの情報更新を望む回答があり、  
情報の提供者側と利用者側とは意鼓の差  
が伺える。   

21  岐阜県  岐阜県広域災害・救急医療情報システ  医療機関によって更新頻度が異なる。  医療機関によって対応が異なる。  今回、マニュアル作成にあたり．更新  着用しやすいシステムの改修をすすめ  システム改修の際に、「産科jのみの  医療憶関によって対応が異なる。  特に昭会は行なっていない  
ム（以下ーシステム」という）を平成13年  が適時になされていない医僚機関に  
度から導入。今年度改修を行なってい  ついて状況を聞き、対応を依挿した。   進める。   
る。   

るよう依総予定。   定。   

ZZ  静岡県  導入している   1日1回（90％以上の参加医額像間がウリ  ・空床状況や手術等の状況は入力の都度、入力担当舌が確認している。情報が自動的に集約されるような体制をとる病院も3割程度ある。  システム管理者（静岡県）が医療撞蘭  文書にて周知している。   設けられている   病院の状況に応じて変更はなされてい  
ア）   ・休日・夜間の入力当番を明確に決めている病院は2割程度。  に対し、督促を行っている。  る。   ある場合、電話にて照会しているb   

Z3  愛知県  導入している   平成19年12月の状況によれば、305の参  更新頴度は、医療機関によってバラツキがある。毎日10回以上更新する医療捷閏も若干ながらあるものの．多くの医療機関において、空床情報や医師等医    委託先である県医師会の救急医陳情  平成柑年6月、従来のシステムを見直  設置している   
加医療機腰における応需日数の平均値は  1日あたり複数回情報更新する医療機  妻托先である県医師会の穀急医療  

報センターにおいて、毎日更新状況を  
236日であったまた、1日あたりの応需回  

関が多いことから、表示内容が固定化  
確認L．更新していない医療機関があ  

数の平均値は、1．7回であった。  
しているとは考えていない。   着からの問い合わせに対応する曙、患  

れば督促する体制をとっている。   
したがって、ある一定の更新頻度は保た  のシステムの参加機関に対して説明  

者の症状に応じた医療機関を紹介する  
れていると考えている。  

ため、システム情報から選択した医探  
会を実施し、参加校閲すべてに綬作試  

しかしながら、月に数回しか更新しない  
機関に、受診可能かどうかの電話確認  

明書を配布、24時間対応のヘルプデス  
医療楼閣や、一日1回しか更新しない医療  

を必ず行っており、誤りがあった場合  
クを設置しているが、現在設定されて  

憶関もあることから、すべての医療機関に  
は、可能な限リシステム情報を修正し  

いる応需情報等に係る定義や表示項  
おいて即時性が確保されているとは言い  ている。   

目などについては、理解しにくいものと  
粗い。   思われる。  

24  三重県  専入している   各医療機関により異なるが、一日につき何  確認を行っている  伝達される仕組みとなっている  夜間・休日に入力が行うことができる  行っている   図っている。   設けている  
回か更新されている。   

25  滋賀県  導入」ている   1日2回（朝9：30まで、夕方け30まで）の応  ・精通している（24病院）   ・『はい』（24病院）   ・いつでも入力可能（23病院）   1E】2回の自動寄促（g：30、け30）と、  周知を図っている。   
需情搾の更新をお願いしている。  ・あまり精通していない（1病院）  

設けている。  
・白による（4病院）   県担当】随員による督促（10：00．18て00）  

入力情報の中に題厨があれば必要に  
・状況が変わるたび随時更新（1之病院）  

応じて確認をしている   
を行っている。  

・1日2回更新（19病院）  病院）   ・定期更新時間になったら、入力担当者が医師等に確認を行う機関がほとんど  
である。  
・状況の変化があれば、看護部等から入力担当者へ連絡が入る、という体制  
の機関が多い。（16病院）  

10   



・受付暑が対応可能な医師に状態等  本部がそれぞれ1本部ずつあった。（回  

について指示を得る。  答致：14）   

・照会対応マニュアルの作成につい  
ての調査では、作成している医療憶関  
は26（34ヱ％）という結果でした。（回答  

数：76）  

・また、照会対応マニ1アルを作成し  

ている医療機関において．当主毎マ＝ユ  

アルを消防横間と情報を共有している  
医療捜開は、8（3Z．0％）という結果でし  

た。（回答数：25）  

・なお、消防線開からの搬送照会へ  
の対応について、平日の昼間若しくは  
夜間・休日に「その他の方法」とする医  
療機関（30）における照会対応マニュア  
ルの作成については、作成している匡  
療機関は7（23．3％）という結果でした。  

（回答数：30）  

21  岐阜県  三次原産期医療機関及び救命救急セ  速やかに対応するl院内体制は謎保さ  三次周産期医療緩聞及び救命救急セ  三次周産期医療機関及び救命赦急セ  配置されている。   県レベルのマニュアルを作成している。  各消防署において、必要な体制が取ら  現在、特にメディカルコントロール協謹  件数を把握している。   他県からの受け入れは行なうが、搬送  パスワードの共有を行っていない。  
ンクーにおいては、ほとんどが医師等  れている。   ンクーにおいては、ほとんどの医療機  ンクーにおいては、ほとんど記録が取  れている。   会での法論は行なわれていない。今  ましないという高度医療機関もあり、  
が直接対応する体制がとられている。  後、マニュアルの周知や課送の検討を  地域の実情（隣県の医痩機関が近い  
一部の医療機関のみ事務者が対応し  部の医療機関において、院内体制が  行っていただくよう進める。  等）によって各医療機関による連携休  
ているが、判断できる医師に連絡する  整えられていることからホットラインを設  制がとられている。   
体制が取られている。   定していない。   

22  静岡県  最初の応答舌が医師・看護飾の病院  応答マニュアルは6割の病院が明文  ホットラインの設置病院は8割。設置病  8割の病院が応答記録を作成。  配置されている。   観顎は可能である。   体制がとられている。   県内全域で地域メディカルコントロール  県境を越える搬送実悪があることは承  救急搬送業務は市町村の業務であ  図ることは可能である。  
が約4割。その他は事務職員が応答し  院のうち8訓ま医師・着座廊が応答。  妊婦の救急搬送に関する手順書等は  協謹会を設置（8地域）。事後検証会等  

直ちに救急部門へ転送。   ない。  を駆催し検証、相談、助言吉行ってい  
る。   」ていない。   愛知県、神奈川県との間で相互に応  

提出動することがある。   

Z3  愛知県  枚命救急センターにおいては、消防  全＃命較急センターにホットラインの  較命数急センターで、搬送照会に係  配置されている（消防本部致 37消防  可能な消防本部数（4消防本部）  体制がとられている消防本部数（10消  国の通知に基づく常時指示体制はとら  本県では、常態化した県外搬送の実  搬送を†〒う救急好が患看の希望等に  隣接する他の都道府県等との応需情  
機関等からの搬送照会に対し、担当医  敷設がされている。   る応答記録を作成している。   本部）   手順書等のある消防本部（33消防本  れているい   箆はないと承知している。   より判断し、搬送を行なっているものと  
が直接対応する体制がとられている。  部）   理解している。   

24  三重県  とられている  敷設されている  作成していない   配置している   奴等可能。手順書は無い。   無   有   把握している   定めている   共有化されている（奈良県・和歌山県）   

対応者は医師等と定められている  

25  滋賀県  33病院中17病院でとられている。  体制が確保されていない病院10病院  ホットラインの敷設 58％   作成率 55％   配置されている。   可能である。   現地の救急隊と指令センターとが連携  7地域のうち、3地域で体制が整備され  他県の医療機関への搬送数は把握し  定めていない，   図っていない。  
内訳  うち、対応者が医師等と定められて  消防学校救急科では、妊婦に関する  ている。   ている。   
・マニュアル作成10／16病院  教育科目があり、全ての救急隊員は晋  
うち、情報共有3／10病院  得してしヽる。  

4滑防本部で教育訓練を実施してい  
る。手順書はない。   
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の違挽体制が辞保されている   

ないJ消防本部も1本部あった。  
・ドクターバンク事業、医師研究資金貸  

＜利用していない理由＞  与事業など医師確保対策の充実を図ると  
・当消防本部管轄内には、総合病院が3施  ともに、医師の勤蹄負担の軽減や】臨場環  

設あるため。  境の改善を促し、医師の離瞳防止・確保  
・医療機関も少数であることから問い合わせ  を図るための各種施策を総合的に推進し  
等がスムーズであり、間送が生じた例は無  ている。  

い。  
一近隣の病院での受け入れが可能。  
・包括医療協確会等の協力により輪番制が  
構築されており救急搬送に現在支障はな  
い。  
・管内及び膀擁する二次医療眉の医療機関  
が少ないため、電話連絡した方が早い。  
・情報システムを活用する前に、傷病者の掛  
かり付けや近隣の産嬉人科標緯医療柱間  
に収容できているため。  
・更新されていないので利用していない。救  
急隊が直接病院へ電話したほうが早い。  
・情報が不正確であり参考にならない。必要  
な情報が少ない。  
・情報システムがリアルタイムの情報でな  
い。  
・当消防本部管内の総合病院・産婦人科医  
院で、産科救急の全てを受入れていただい  
ているため。  
・周産期救急情報システム（周産期応需惰  
報）について知りませんでした。   

21   三次周産期医僚機聞及び救命救急セ  大字及び医師会等と連携をとり進めてい  
いる。   制を確保している。   る。   発を行なっている。  知を図っている。  る。   

る。システム改修により対応予定。   の対応について、二次周産期医療機関を設置し、対応を依頼している。  
いが、一部では実施されている。  
消防機関においては、緻急活動の医  
学的禎点から医師による事後楼蘭は  
実施しているが、搬送に関する検証が  
実施されていない場合もある。  

22  過去に、問題となった搬送症例はな  20年度かb回数増となるので、それに 県内市町は20年度かb、全て5回以上ム費助成  

確保されている。   確保されている。  い。   ている。  確保できるよう分娩乗用の値上げが必  合わせて各種広報を実施予定。   する。  
撞い。  医師確保対策も積極的に進めている。   要である。  

23   
は、会誌や、マニュアルにより、病院と  は．同一医療機関内では、r小児科・婦        に対応する2次及び3次医療機関につなぐ産  症例の受入には対応しているものの、  診及び早期の妊娠届出の勧奨について   」を受け、県は市町村l＝周知した。核市以外）で5回以上の公費負担健診実施とな  

荘        く′、＼る中地域   リ同医療圏の産科医が不足している‾   る予定である  
院中13病院が「病状にかかわらず産   名古屋地区 391．231円   名古屋市では、妊婦健康診査の受診勧   奨等を実施Lている．  （19年8月現在）  

科に必ず連絡する」と回答した。（注：全  8病院中14病院」が達観できていると  できる体制はとっていない。   されているとまでは言い難い。  システムを整備Lてきた。（平成10年  療体制の確保という観点から、救命救  その他の医療圏においても、分娩対応を  尾張地区 373．344円   ・母子健康手帳交付時に全妊婦に配布   する冊子等による周針啓発の実施  公費負担回数 全国平均 28匡】  

救命救急センター13と全周産期母子  回答した。  特に、夜間の分娩対応について、名  廣一）   急センター農事が集まる全書引こおい  休止している医療機関が存在しており、  三河地区 359．727円   ■母子腱康手帳交付時の妊婦面接での   周知・啓発、受診勧奨の実施  愛知県平均4，2回  

医横センター12を対象に調査した。但  古屋市以外では、産科における錨苓制  て、単発的に産科の搬送症例について  実施  
し重複する病院が7箇所あるため、病   を細めるほどの医療横間がないこと、  遁諭したことはある。また、月産期医療   正常分娩費用は、自由診療のため指   

院数は18）   まっている。  また現実に行われている当直やオン  協靂羞会に県の消防保安課が参加し、  
コール体制での医師の夜間勤務体制  産科の搬送症例について法苛としたこ  
では、Z4時間体制を必要とする産科医  とがある。   においても、全国38．7人に対し、本県3  

療では、十分な医療体制といえるのか  6，2人と全匡】平均を下回っている。  

甚だ疑わしい現実である。  なお、産科医の充足状況については、2  

4時間体制で出産に対応する産科医の  
特性から、何をもって「充足Jしていると判  

新できるのか不明であるため、産科医の  
必要数の明確な基準が必要と考える。  

産科医確保対策については、本県にお  
いてもドクターバンクなど県独自の取組  
に努めているが、産科医の総数が減少す  
る中で、県レベルの取組には限界があ  
リ、24時間体制で出産に対応しなけれ  
ばならない産科医の特性や、出産に伴う  
リスクについて十分配慮した上で、国レ  
ベルの抜本的な対策を検討・実施する必  
要があると考える。   

24  確保されている   利用できない   産科医療体制は確保されている。  行われている   医師・歯科医師・薬剤師調査（夜間・休日  実施している  行っている  県内全ての市町において、平成20年4月から現  
県内において空白時間帯は存在しな  なし）により、2年に1国産科医の充足状  行のZ回から5回に助成回数を増やす予定となっ  

いっ   況の把握をしている。その上で医師確保  ている。  
対策に取組を実施している。   

25   妊婦自身でリスクの自己評価ができる    母子手帳交付時に受診勧奨を行うとと公費負担の回数増加にむけて、県内市町が現在  
への連携体制が確保されている。  ている。他院への連絡や相談体制を  妊婦・新生児の緊急搬送システムを捕吏している。  間を要した事例はない。   わトワーうの12病院の時間外診療の体制  ように母子手帳別冊にリスクスコア宗  

とっているところもある。   については把握している。  を掲載し、啓発している。  を行っている。   
取組については、県内における医師の地  
域偏在、診療科偏在に対応するため、医  
師の確保や蔵嵯防止等にかかる対策  
を「滋賀県医師確保総合対策車菓」として  
多方面から実施している。  
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ない挟撃となっていないか。   

26  京都府  導入している   1日2回必須、その他随時   入力者がシステム等に精通している割  入力看が空床情報等の確認を行って  緊急処置や手術の状況が入力舌に伝  夜間・休日においても入力体制が確保  情報センター職員が直接行っている。  医療橡関や消防捻関の意見等を踏ま  「産科」の区分が設けられている  固定されていない   明らかな夏呉りについては、瞼員が機関  
更新データは速やかに提供データに反映  いる割合 91％   速される仕組みになっている割合8  えシステムを見直し、4月から新システ  に確認の上修正   
されている。   4％   ムで運用予定  

27  大阪府  専入している   状況変わる度（37病院）   精通している（T37病院）   行っている（lブイ病院）   伝達される（154病院）   入力可（†55病院）   ○システム管理者によるフォロー  囲っている。   設けている。   変更がある都度入力することが原則で  ○システム管】翌者による確認  
1日2回以上（】42病院）   やや精通（5之病院）   行っていない（16病院）   伝達されない（37病院）   入力不可（35病院）   委托先である府医師会の救急医療惰  あり、固定化はLていない。   委託先である府医師会の救急医療情  
1日1巨l（卑0病院）  あまり精通していない（8病院）  その他、未回答（g病院）   その他、未回答（10病院）   報センターにおいて、必要に応じ督促  報センターにおいて、必要に応じ確認  
Z－3日に1回（1病院）  その他、未回答（3病院）   している。  している。  

※対象は救急告示医療機関（同産期緊急  ○消防本部によるフォロー  ○消防本部による羅認  
医療体制参加病院及び救急協力科目が  常に行っている1機関  常に行っている1機関  
精神科のみの病」浣を除く）  行ったことがある10機関  行ったことがある7捜関  
（以下同じ）  行ったことがない22校閲  行ったことがない23機関  

不具合が生じたとき1機関  不具合が生じたとき3機関   

28  兵庫県  導入している   更新頻度等について医療挫関に確認のう  
え点検を実施したところ．多くの医療機関  ている割合798％   される仕細みの整備704％  
では1日に2回は更新しているところであ  
る。また、入力者がシステムに精通してい  
る割合及び入力者が空床情報等の確認を  
行っている割合とも約8割程度となってい  

るのに比して、緊急処置や手術の状況が  
入力者に伝達される仕組みとなっている医  
療横間は約7割となっており、若干低〈なっ  

ている。   

29  奈良県  導入している   1日2匡（32病院）、3回（7病院）、4回（2  平日：医師（1病院）、看護師（3病院）、  ある（28病院）、なし（1B病院）  （代替入力看が確保されている）  1日2同更新の督促を実施（センターか  囲っている。（毎年講習会を実施）  区分していなかったが、システムを改  更新状況を確認し未更新の医療機周  更新状況を確認し未更新の医療橙関  
病院）、随時（8病院）  事務瞳員（42病院）、警備員（1病院）  いる（44病院）、いない（2病院）  良し対応済み   には督促を実施（センタ←から督促）  には督促を実施（センターから督促）   

（即時†生の確保）  休日夜間二医師（3病院）、看捜師（3病  （休日夜間の入力体制）  
合致（42病院）、合致していない（4病院）    院）、事務職員（40病院）、警備員（2  いる（44病院）、いない（2病院）   

病院）  

30  和歌山県  導入している   分娩取扱い救急応需医療機関（全14機  まとんどの分娩取扱い緻急応需医療  分娩取扱い救急応需医療校閲では、  分娩取扱い救急応需医療機関の多く  まとんどの分娩取扱い救急応需医療  システムの自動督促メールにより、更  現行システム等入時（平成17年7月）  設けていない。   入力内容は基本的に更新されており、  システムの管理者等が、一般県民から  
関）の多くが、少な〈とも1日2回の更新を  機関において、入力する際には当該医  入力看が空床状況等の確認を行って  で緊急処置や手術の状況が入力者に  校閲において、夜間・休日においても  新を行っていない匡標機関に対して昔  吉でに医師会、病院協会など医療機関  表示内容が国定されているということ  の電話照会があった時に、案内先の  
行っている。   療捜関の機能・体制等に精通している  伝達される仕組みとなっている。入力  はない。   医療機関に対して、確認を行ってい  

者を充てている。そうでなし、舌が入力  舌に伝達する仕組みがない場合でも、  テムの管理者が督促を行っている。   る。   
する場合でも看桂部門からの報告に  システムの端末で手術室の状況が分  ム専門委員会において、システムの内  
基づき入力を行っている。   かるようになっていたり、入力者が必  容について検討を行っている。また．  

要に応じて照会を行うなどしている。   導入時には県消防長会総会でシステ  
ムについて説明を行うなど消防本部へ  
の周知を図るとともに、その後も必要  
に応じ消防後閑と個別に協繕を行って  
いる。なお、専人後においても、システ  
ムの管理者である救急医療情報セン  
クー事務局職員が、システム参画医療  
楼閣からの電話照会に応じる体制を  
とっている。  

31  鳥取県  導入している   原則1日1回更新」ている。  入力する体制が確保されている。  行っている。（具体的に？）   周知を盛っている。   宿日直医情報は診療科が分かるよう  行っている。   
即時ではないが、この更新で特に問題は  になっているが、空床情矧こは診療科  
生じていない。  による仕分けは無いっ   
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マニュアルの作成57％  

消防機関への情報提供8％   

27  大阪府  はい（154病院）   （体制の確保）   （ホットライン）   作成している（85病院）   全ての救急隊に配置されている（34消  救急隊員による産科・周産期傷病者の  搬送受入照会については、ほとんどの  大阪府内においては、二次医緑園ごと  
いいえ（36病院）   確保されている（40病院）   敷設されている（109病院）   作成していない（85病院）   防機閲すべて）   観欝については、ほぼ全ての救急隊で  消防横屈で現場の救急厚と指令セン  ＝8つの地域メディカルコントロール協  
その他、未回答（10病院）   確保されていない（3病院）  敷設されていない（85病院）  その他、未回答（30病院）  可能であるが、一部不可能な救急隊も  

その他、未回答（2病院）  その他、未回答（6病院）  存在する。  過半数の消防捜関は搬送受入照会の  
全ての政急隊で可能29機関  

（照会応答マニュアルの作成）  （対応看）  一部の枚急陳では不可5機関  
作成されている（lg病院）  医師（2】病院）  定めている消防機関は5機関であり、  
作成されていない（20病院）  医額従事者（49病院）  産科・周産期傷病者の救急搬送に関  
その他、未回答（1病院）  事務職邑（43病院）  し、医療機関への連絡方法等を示した  

その他、未回答（11病院）  手順書のない消防本部がほとんどであ  
（マニュアルの共有）  ※複数回答  る。  救急隊と指令センター双方が早期に  
共有されている（2病院）  手順書がある1捷関  連携し照会を行う等の体制  
共有されていない（15病院）  手順書はない33機関   体制がある26機関  
その他、未回答（2病院）  状況に応じて連携3機関  

体制なし5機関  

搬送受入照会の手厳などについての  
ルールの定め  
書面でルールを決め2機関  
ルールあり書面なL16機関  
ルールなし15機関  
状況に応じて対応1操閏  

ルールを定めるにあたっての搬送受  
入れ医療捷関等との調整  
調髪した2機関  
一部のみ調整3撞関  
調整なし13検閲   

28  兵庫県  ・搬送照会に対し直ちに受入判断を  ・上記体制がとられていない場合、速  ・救急医療怯関における消防機関か  県北部の但馬地域から鳥取県（鳥取市内等）及び県中北部の丹波地域から京都府（福知山市内）への  
行える者が直接対応する仕組の整備  

866％  

県境を越える救急患者搬送の実悪があることについて承知している。  
695％   現時点では府県間での搬送に係るルールの設定はできていないが、救急医療情報システムでの  

パスワード提供などの取掛ま既に進めており、今接ルール設定等についても協揺を進めていく。   
・照会マ＝ユアルの作成288％   

29  奈良県  平日二医師対応（4病院）、医師に確認  （速やかに受入判断行える体制）  ある（2病院）、なし（8病院）   いる（7病院）、いない（3病院）■  いる（13消防）100％   税額可能（12消防）、不可（1消防）  ある（13消防）100％   ある（13消防）100％   把握している（10消防）、いない（3消  ルールが定められている（2消防）、い  できる（13消防）100％  
し看護師対応（20病院）、医師に確認  うち  手順書ある（13消防）  防）   ない（11消防）  
し事務員対応（24病院）、その他対応  医師対応（0病院）、医師以外（2病院）  

ある（2病院）．なし（8病院）  
医療機関が定められている（1消防）、  

（2病院）  いない（12消托方）   

休日夜間：医師対応（6病院）、医師に  

確認し看護師対応（16病院）、医師に  

確認し事務員対応（27病院）、その他  

対応（1病院）   

30  和歌山県  多くの分娩取扱い救急応需医療機関  上記休制がとbれていない医療捜関  分娩を取り扱っ救急告示医療個傑  分娩を取り扱つ枚急告示医探校閲のつ  救急隊は全て赦急課程（標準課程、Ⅱ  枚急課程の特殊病態別応急措置にお  受入照会のみならず、枚急業務全般  当県においては地域MC協指会は未  把握していない。   

で当該体制をとっている。   すべてで∴悪口から院内の医師等に対  （全12機関）のうち約半数で敷設され  ち約半数で作成。   
周産期の緊急医項の広域連携休制埜  三重県、大阪府、奈良県の応需情報  

課程、若しくはl課程）を修7した3名  いて、妊婦の規寮・処置を修得済み。  （病院選定、医師の指示・指導要請、  設置、具MC協絹会にあっても該当す  
し、速やかに受入判l折の照会を行える  

附こついて、現在近畿プロッケ知事会  にアクセスできるようになっている。  
以上で編成されている。  羊暇書等はない。   応援要請、ドクターカー・ドクターヘリ要  

体制が確保されている。  
注参加府県（福井県、三重県、滋賀  

県下62階の内、5別項において救急枚  清等）について、救急隊と本部指令セ  
上記医療機鰯のうち半数で照会応答  

県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良  
命士を運用（常時連用47隊＋一時運  ンターの連携体制は構築されている。   

マニュアルが作成されている。  
県、和歌山県、徳島県）で担当部署に  

用11隊）している。  
上記のマニュアルを作成している医  

よる検村会を設置している。それぞれ  

療捜関のうち半数で地域の消防本部  
の府県で、広域搬送調整の拠点となる  

にも情報共有されている。   る。  
広域搬送調整拠点病院を投置してい  
るが、搬送手順等の詳細については  
今後検討していくこととなっている。   

31  鳥取県  とられている，   一部の救急医療捜関では窓口を通  配置されている．   手順書等はないがルールは徹底され  とられている。   県（の消防担当部局）としては把握して  
す体制となっているが、この場合でも  

図られていない。   
ている。   おらず、県内の消防局において独自に  

医師等につなげるためのマ＝ユアル、  把握しているところがある。   
ルールが関係者に共有されている。   
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て、医療機関、消防 
係者による検証が行 

26  京都府  約4割が確保されている   確保されている   利用できる体制がとられている   産科に係る医額体制が構築されてし＼る。  MC協議会等において検証が行われ  一部把握している   妊娠届及び母子健康手帳交付時に、  地域住民に対しては、市町村広報等で  平成19年度の各市町村における妊婦健康診査  
夜間等空白時間は存在し≠‾い  ている   若年出産（10代の妊婦）、高齢出産、  
ハイリスク症例の受け入れ体制が確立されている，  医師確保の取り組みも実施している（奨  未婚等、支援が必要と思われる妊婦  

字金制度、研修・研究事業など）  には面接、又は後日保健師が家庭読  
間を実施し，必要に応じ医療撞関への  につき2回（妊娠前期、後期にそれぞれ1【司）の  
受診勧奨等を行っている。   祉診費用を公費負担。  

平成19年度は．公費負担回数を増やした市町が  
4か所、平成20年度に回数を増やす予定の市町  
村が18か所となっている．20年度には、全市町  
村のうち約9割の市町村が公費負担回数を増や  
す措置をとる予定。   

27  大阪府  確保している（16病院）  確保している（14病院）  下記の大阪府保健医療計画（案）を参  同   左   行われている。  ∈・・二・・・   分娩黄用については一部把握してい  
確保していない（4病院）  確保していない（〃南院）  照隙います。  る。  
その他、未回答（5病院）  その他、未回答（1病院）  大阪府内においては、二次医療思ごと  具体的な指琴・助言は行っていない。   

htゆ：／／www♪ref．osakajp／iryo／keikaku／  に8つの地域メディカル⊃ントロール協  
PUbJrtml  法会を投首し、救急活動に関する医学  

的事後検証体制を整備Lてし＼る。  

28  兵庫県  ・救急部門が妊婦搬送照会を受けた  ・産科部門において他部門の診察を  本県のシステムにおいては、消防捷関が周  本県の保醒医横言十画では、原産期医療に係る医療体制の構築について記載し  本県では、r地域医療確保対策」を昨年3月に策定し、県内勤務医師の量的確保   ①妊娠・出産に伴うリスクがあった塙  ③妊婦健康診査の受診勧嘆を行って  平成20年1月4日時点の実施状況では、兵庫県  
場合の産科部門への連携体制の整備  必要とする患者の搬送照会を受けた場  産期医療情報システムを活用できる体制が  ている。それに基づき県内を7圏域に区分し、総合周産期母子医療センター（1  対策や医師の偏在対策など、総合的な取組を進めている。  合に、医療機関を受診することの啓発  いるか   平均l．6匡lの公費負担が行われている。  

22．9％  合の救急部門への連携体制の整備  以前からとられているところである。  カ所）及び地域局産期母子医療センター（9カ所）を整備し、ハイリスク症例の受  産科医師の確保については、医師の診療科対策として、産科医師の多い女性医   活動をおこなっているか   ・行っている 35市町（85．4％）妊婦配  ○ 公費負担回数状況（平成20年1月4日時  
439％  人体制を確立している。  師の再就業を進めるために、離・退戦した女性医師等のための女性医師再説某   ・行っている 30市町（73．2％）妊婦配  布冊子に啓発文掲載、電話・訪問  点）  

一方で、全国的な産科医師の不足を受けて、本年4月改定予定の保健医額計  支援事業や、後期研修医の県瞳員採用等の施策を進めている。  布冊子に啓発文を掲載、  ・今後行う予定4市町（9．8％）マタ  
画の中では、圏域の見直し等を実施する予定である。  ・今後行う予定3市町（73％）HP掲  2回21市町  

載等  ・行っていない2市町（4．8％）  3回0市町  
・行っていない8市町（柑5％）  4回0市町  

④妊婦健康珍重に公費負担措置さ  
②妊娠の兆候があった場合に医療  
撞関を受診することの啓発活動をおこ  
なっているか  チラシ、ポスター、市広報、HP掲載  
・行っている11市町（26．8％）  

ポスター・チラシ、HP掲載等  
・今後行う予定8市町（19．5％）  

・行っていない22市町（53．7％）  

29  奈良県  いる（8病院）、ない（1病院：   いる（8病院）、ない（1病院）   利用はできないが、コーディネーターを介し  （医療計画に）周産期医療体制につい  いない。（5月末までにセンターを整  一部あり。（昨年8月の事案は検証。今  把握している。（県内医療機関に調査を  分娩費用については一部把握してい  実施している。   受診勧奨を行っている。   全国平均を下回る。（市町村に対し、充実を要請）  
て利用できるよう改善（全ての曜日の配置  後周産簸医療協法会を設置し検証予  る。  
はできていない。）   は言い難い。  定）   取繕も実施している。（修学資金貸与制  

夜間に分娩取り扱う医療級関や助産  度、ドクター′くンク事業など）  （なお、県立病院については、県下の  
所帯の確保については、一部空白ある  状況を参考に改訂する予定）   
が確保（空白日を在宅当番区制、病院  

群輪番制により体制確保を協措中）   

30  和歌山県  連続体制が確保されている。   連携体制が確保されている。   同産期救急情報システムは、県内の産科と  産科について、同じ医療捜関又は県内  ハイリスク症例については、県立医科  過去3年間において間送となった搬送  夜間、休日における産科の診療体制は  まぼ把握している。特に指導等は行っ  妊娠・出産に伴うリスク等については、  平成19年度地方財政措置の中で、  平成19年度は、中核市を除く県内29市町村の  

N】CUを併せ持つ5医療機関について、それ  同上1引疎琵の他の医療機関の救急部  大字の総合周産期母子医療センターを  症例がない。   把握できている。   ていない。（多くの依関では、30～40  市町村において母子健康手帳を交付  妊婦健康診査も含めた少子化対策に  うち1市が3回分の公費負担とした他は妊娠前期  
ぞれのNICUの空床情報、母体搬送の可  門との遵挽が図られている。   中・bとして、社会保険紀両病院の地域  わかやまドクタ→バンク制度、育三州医師  万円。）   する際に、様々な妊娠中の健康を守る  ついて総額において拡充の措置がな  1回、後期1回の合計2回の公費負担となった  
否、夜間当直医等の情報をインターネット上  また、県内の全医療圏において、夜間  周産期母子医療センターや日本赤十  ネットの運営などにより、産科医師の確保  ための注意事項等を解脱した、県が発  されたことを各市町村に通知するととも  が、今後公費負担の充実が因られるよう引き続  
で公表しており、消防横間も利用することは  に努めている。  行する「赤ちやんとお母さんの健康ガイ  
可能である。   制で待機している。   病院、診療所、助産所等からの搬送を  ド」を妊婦にあわせて配布してもらい、  

受け入れることとしている。  啓発を行っている。手た、妊娠の兆候  
があった場合の医療機関受診や妊婦  
健康診壬の受持勧奨については、厚  
生労働省から送付を受けた図案等をも  
とに、市町村に対して啓発活動を依頼  
する等、捜会を捉えて啓発活動を行っ  
ている。   

31  鳥取県  確保されている。   確保されている。   周産期救急†吉報システム（ネットや専用個  医療機関と自治体の関係者等による  各自治体により取組状況は様々であ  各自治休により取組状況は様々であ  〔現状〕  
緑等によるもの）は未整備   ハイリスク妊娠に対応するチームを作   る。  る。  県内19市町村のつち、1町が7回分公費負担、  

ている事例有り。   調査を実施したが、夜間・休日の診療に  〔実施例〕  〔実施例〕  1町が5回、2市が3回、残りの市町村は2回。  
関する充足状況までは把握していない。  ・ホームページでの呼びかけ  ・ホームページでの呼びかけ  
当主亥調査結果は、医師確保対策にか  ・母子手帳発行時の保馳附こよる指  
かる平成20年度当初予算要求の資料と  専  ぴかけ及び保健師による指導  
して着用している。  ・健康教育の場の設定  ・妊婦教室を開催時での呼びかけ  

・健康ガイド・市報への掲載等  
載  
・電話や訪問による対応等  
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32  島根県  島根県では救急医療情報システムは導入しておらず、搬送照会は専用回線電話・救急無線等により行われている。  

当県の実情として、各地域で救急搬送の受入を行う病院は限られており、特に産科についてはごく少数の特定の救急病院しか該当しない。  
この実態は、消防機関の救急隊にも周知されており、救急隊からはその少数の特定の救急病院に対して照会が行われる状況にある。  
このため当県では、近接地域の多数の医療機関から受入可能な病院を選択することを目的とLた当該システムが有効に活用される状況にはないと考えられ、  
消防緩閻・医療捜開からも当該システムが利用できないため支障が生じている旨の意見・報告が寄せられることもない。   

33  岡山県  専入している   更新頻度が少ない医僚機潤も見受けられ  岡山県から．更新のない医録機関に  
るが、概ね適正に更新されている。   対して、朝夕2回書促を行っている。   療捜関も見受けられる。   の照会を行っている。   

34  広島県  導入している   「赦急医療情報システム」は．受入体制に  受入体制に変わりがない場合は．1日に2回自動的に更新されている。受け入れ体制が変わった場合は．随時更新さ    システムの入力端末は．常に入力可  r広島県救急医煽情報ネットワークシ  「救急医療情報システム」の診療科別  「救急医療情報システム」は 受入体  事実関係について．照会は行っていな  

変わりがない場合は．1日に2回自動的に  能な状登である。  い。  

更新されている。受け入れ体制が変わった  や消防本部に周知を図っている。   
場合は．随時更新されている。   けていない。   制が変わった局舎は．随時更新されて  

いる。   

35  山口県  導入している   ・毎日（1回以上）  34機関  ・精通している    35捜関  ・確認している    27機関  ・伝達されている   17捜関  ・入力できる  23捜閤  本年度実施したシステム運用説明会  システムの運嘗管理を委託している情  システムの診操科別の応需情報lこお  更新している医療捷関については、内  システムの運営管理を委託している情  
・その他  10機関  ・精通していない    9機関  ・確認していない   17機関  ・伝達されていない   27機関  ・入力できない    21捷関  において全てのシステム参加医療機  容を更新している。   報センターにおいて、表示内容につい  

関に対して入力更新をお弾いするなど  て、随時、確認を行っている。  
取組みを進めているところである。   

・地域の消防本部による表示内容につ  
いて、電吉舌照会等の確認。  

確認している3本部  
（確認方法：現場から車載挽帯によリ  

確認、毎朝電真書で確認）  
確認してい尤‾い†0本部   

36  徳島県  システムに参画している医療怯関（以下  上記体制の確保にあたっては．平日における入力体制は 現在のところ．督促等の実施はできて  システム導入時に説明会を開催して以  「産婦人科」という区分になっている。  システムの更新に関しては各医療機  
「医療機関」という）において．現在，随時  各医療機関において確保できている。  いない。   降．積極的な周知は行えていない。  関での対応となっており．県としては  らず現在は 社会搬送時に消防機関  
の更新を行っている医療機関は少ないの  当抜医殊機関の桂能・体制等に精通している者が入力をしている体制もとられているが．  
が現状である。刻々変化する空床状況等  

現在のところ表示内容の確認等は出  が個別に電蒼古をして昭ムをしていると  
を入力する人員の確保が一番の課題であ  来ていない。   いう運用である。   

るが．今後．随時の更新について協力をお  

師いするとともに∴緻急医療機関と消防の  
一層の連続を因っていく。   

l∋   ウ亡■’  
ている医療捜閏はほとんどなく、即時性を  更新がなされていない医療機関につ いては 
有した入力となっているとは言えない。   、入力を督促するメッセージを画  諾した上で入力していると考えており、  

面上に掲示している。また、昨年9月  表示内容に変更がな〈ても問題はない  
には各救急告示医療機関に対」、覇  と考える。   
夕2階の更新等の協力依挿文書を送  
付している。   

38  愛媛県  導入している   県内のシステム参加医療惚」笥に対し、1日  県内の保腫所において、医療機関の  
2回以上の更新を依頼しているが、入力担  

設けられていないL産婦人相のみ）。  更新されているかどうかは把握は出来  
応需情報を確認（原則毎日）し．入力が  

当人員の不足など医療機関側の都合もあ  
るが、表示内容が固定されているかど  

低調である医療機関に対して、適宜、  
リ、更新が婿繁に行われていない横間も見  

うかは把握が困難である。   
積極的な入力を依頼することとしてい  

られる。   る。   
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（イ）消防餃関と医療機周の連携体瀞1  （ウ）県境を越える患者の搬送体制  

2J消旺方】登関における休制  r罰メディカルコントロールの活用  

｛′11医療後閏の窯口体制     r          某 一．＿ 消防機関等からの搬送照会に対し、平  上紀体制がとられていない場合、窓口  救急医療機関に、消防機関からのホッ  救急医療機関において、搬送照会に  全ての救急隊に救急致命士や鞍急科  救急隊において、妊娠を前提とした傷  現地の救急隊のみでは搬送受入照会  地域メディカルコントロール協総会にお  都道府県において、県内医療機関だ  自県内の搬送先医療機関の選定に困  枚急医療情報システムの画面上で隣  
日昼間はもとより．特に夜間・休日にお  から院内の医師等に対し、速やかに受  トラインが敷設されているか。また、  係る応答記録を作成しているか。  課程修了者等の救急医掠に関する知  病者の視察が可能か。また、消防本部  が弱雉な場合、救急隊と指令センター  いて、救急搬送支援に係る相談・助言  けでは受入が困難な救急患者の県境  捜をきたす場合等において、隣接する  拝する他の都道府県等の応需情報に  
いて 直ちに医師等の受入判断を行え  入判断の照会を行える体制が確保さ  ホットラインの対応者は医師等と定めら  識を有する障員が配置されているか。  こ、妊婦の救急搬送に閲し、医療機関  双方が早期に連携し照会を行う等の体  を行う体制がとられているか。   を越える搬送美恵（疾病別による搬送  都道府県間で搬送に係る何らかの  もアクセスできるよう、パスワードの提  

る者が直接応対する休制がとられてい  れているか。この場合、照会応答マ  れているか。  への連絡方法等を示した手順書等が  制がとられているか。  先医療捜関やその件数等）を把握して  ルール（搬送条件、搬送方法、搬送手  供を行う等その共有化が図られている  

るか。   ニュアルが作成されているか。同マ  あるか。  いるか。   順等）を定めているか。その場合、搬送  

ニュアルが医療機関の隙員のみなら  照会等の対応を行う医療機関が予め  
定められているか   

ているか。  

32  島根県  医探機関の体制に関しては、産婦人科を標楕している県内の救急病院16機   分娩を取り扱っている12機関のうち、消防機関との専用回線電‡舌を設置して   配雇されている。   可能である。羊願書は特に作成  全ての消防本部で救急隊と指令セン  救急搬送支援に係る相談・助言を行う  各消防本部へ照会したところ、県外搬  このような状況にあるため、隣持する  救急医療情報システムを当県では専  

関  いる病院は5機関であり、電話機は救急外来に設吉され医師・有性師が受電  されていない   タ一双方が早期に連携し照会を行う体  必要がある地域では全て体制がとられ  送についてはH18年中で10件（うち  県への搬送に係るルール等及び搬送  入していないが、現在のところ特に支  

（分娩を取り扱っていない病院を含む）に照会をした。  する体制が取られている。また、応答記録は半数の病院で作成されてし、る。  制がとられている   ている。特に行っていない地域もある  壷云院搬送7件）であることが確認され  照会   障は生じていない。  

結果 消防機関からの搬送照会に対しては、全病院で医師等が対応する体   なお、専用回線電話を設置していない病院についても、救急無線・一般電話  が、その必要がない場合のみである。  た。疾病別による搬送医療機関までは  を行う医療撞閻について定める必要  

制がとられており∴受入判断において特に間送はないことが確認された。  把握していないが、県外搬送は少な  

また、このうち分娩を取り扱っていない若しくは産婦人科を休診している病院  く、また、その多くが転院搬送であるた  

については、その旨が地域の消防機周及び地域住民に周知されているため、  め受入にあたって問題は生じていな  
産科に係る搬送照会は通常行われておらず、また照会があった場合も当直医  い。   

等が適切に他の医療機関への振り分けを行っているためトラブル等は報告され  
ていない。  
なお、照会応答マ＝ユ7ルを作成している病院は無かったが、一部では∴肖  

防橡関とサマリーを共有する等、症例に応じた対応の情報共有のある病院が  
あった。  

33  岡山県  搬送受入の判断は医師等が行ってい  窓口から院内の医師等に対しての受  実附こ搬送されなかった搬送照会記  配置されている。   可能である。手順書はない。   体制がとられている消防本部  8  体制がとられている消防本部  3  14消防本部中、12消防本部が県境を  隣県との間で搬送に係るルールを定め  現在隣県との情報の共有化は図られ  

る。   入判断照会は行われているが、照会  録を作成している医療機関は少ない。  体制がとられていない消防本部 6  体制がとられていない消防本部11  越える搬送実態を把握している。  ている消防本部はない。   ていないが、パスワードの提供要請廿  

応答マニュアルを作成していない医環  あれば、提供可能である。  

徴関もあり、消防捜関等との情報共毛  
は図られていない。  

34  広島県  産科を標桟する救急医療機関  産科を標検する救急医額機関のうち．  救急部門にホットラインが敷設されてい  ○作成している：9施設（41％）  配置されている：14本部（100％）  全救急隊で観寧可能：14本部（100％）  とっている，】】本部（79％）   とっている：3本部（之1％）   県境を越える搬送芙蓉を把握するシス  定めていない：14本部（100％）  共有化は図られていない  

産婦人科医：3施設（17％）   産婦人科医以外が対応する11施設に  るのは．13施設（57％）であった。  ○作成していない：11施設（50％）  手順書 ある：1本部（7％）   とっていない：2本部（14％）   とっていない：3本部（21％）   テムになっておらず．実蟹を把握してい  

産科の助産師・看護師：5施設（28％）  おいて「体制が確保されている」のは  ホットラインの対応者は．医師であっ  ない，13本部（93％）   その他：l本部（7％）   その他：1本部（7％）   ない  
救急の医師：3施設（17％）  た。   作成  ・屑屋期医療情報システムの活用  ・言古し合う塙を設ける場合あリ  
夜間休日受付：3施設（17％）  制は確保されているが．照会までに時  ・メモ用紙に紀線  ・原則としてかかりつけ医への搬送  無回答7本部（50％）   

産科の救急受入をしていない＝4施設  ・現場緻急隙の判I折   

（22％）   産科を積模する救急医療校閲におい  
て一照会対応マ＝ユアルは作成されて  
いなかった。（産科についてのみなの  

で要確認）  

35  山口県  体制をとっている   54機関  15機関  69救急隊の内、67の救急隊に救急  2本部  8本部  現在は行っていないが∴来年度．シス  

体制をとっていない  15機関   0横間   作成していない40機関  救命士が配雇されている。   どちらともいえない 11本部   5本部   テムを見直す中で検討してまいりた  
ホットラインが施設されていない42  部  本通知を受けて、県内消防本部へ照  

マニュアルが作成されている6  マニュアルの有無  会したところ、平成18年中は411件  

機関  ホットラインの対応者（複数回答）  ある  2本部  で、主な搬送理由はかかりつけ・関係  
マニュアルが作成されていない9機  医師13機関  ない 11本部  舌の要請、転l完搬送、病院近接等で  

関  看王蔓師13機関  あった。   
奉拝員6機関  マニュアルの種別  

マニュアルが消防機関に共有されてい  マニュアルや手順書1本部  
る  連絡先一覧表 1本部  

36；  徳島県  ほぼ半数の医療機関において．医師  まぼ全ての医療校関において．受入  約半数の医療撞関において．消防悌  搬送照会に係る応答記録を作成してい  全ての消防本部において救急隊に撒  半数以上の消l坊機関において．妊娠を  まぼ全ての消防橙関において．救急  オンラインで指示ができる体制がとられ  県西部では.地理的要因や医師のネッ  現在．隣接県との間で搬送に係るルー  現在のところ.救急医療情報システム  

等が直接応対する体制がとられてい  判断の照会を行える体制が確保されて  開からのホットラインが敷設されてい  トワーク等から、従来から香川県で受  の共有化は図られていない。  

る。  いる。  る。   状である。   ー巨－，＝・推こ・昔…   がと‾れ ヽる   する‾とが〈産科＼リスク症   

また直捷医師が応対する体制がと  配置されている   妊婦の救急搬送に関」、医療横間へ   例においても香川罠善通寺市の国立  搬送照会等の対応を行う医療緩関は  
照会応答マニュアルが作成されている  の連絡方法等を示した手順書等がある  病院機構香川小児病院に搬送する体  
医療機関はほぼ半数程度である。  消防機関は無かった。   し．各医療機関における医師の宿直体  制が取られている。こうした実整を踏ま  

対をとる体制が敷かれている。  制表を各救急隊が保有し．医療機関に  えて、罠では当該医療機関に照会を行  
地域の消肪本部に照会応答マニュア  対し照会を行っている。  い搬送実悪の把握に努めている。  

ルが情報共有されている医療機関は．  本県は、近畿ブロック知事会の一員  
現在のところない。  として、近畿ブロック周産期医梼広域  

連携検討会に参加し、2府7県で、近  
畿府県内で搬送先医療機関をより円  
清に確保できるよう実施要領等を定め  
るとともに、各府県で「広域搬送拠点  
病院」を定め、搬送照会等の一元化の  
体制整備を図った。   

37  香川県  消防機関からの搬送照会に対しては．医師若しくは看護師が対応しているが、対応マニュアルを作成している医療機関は少ない。ホットラインを有する医療横     本県では、9消防本部のうち8消防本  全ての救急隊において、妊娠を前提と  9消防本部のうち6消防本部で、現地  本県では、1県1MC休制である。昨年  県内医療依閤だけでは受入が困難な  定められていない   本県においては、総合周産期医療セン  
関は69．2％で、対応者は概ね医師である。応答記録は作成しているところが385％と少ない。  部で全ての救急隊に救急枚命士や救  した傷病者の規寮が可能であるが、手  の赦急隊のみでは搬送受入照会が困  12月に、プロトコール・救急活動記録  救急患者の県境を越える搬送件数は、  クーとの連挽も問題なく行われており、  

急科過程修了者等の救急医標に閲す  願書等が作成されているのは1消防本  雉な場合、救急隊と指令センター双方  宗の見直しその他メディカルコントロー  18年度で1件（産科関連以外）であっ  産科救急搬送で隣県に搬送すること  
る知経を有する鞍員が配置されてい  が早期に連携し照会を行う等の体制が  は現在のところ発生していない。救急  
る。   とられている。   ため香川県メディカルコントロール協浣  搬送全般でも開法事案が先生してい  

会の下に検討部会を投票した。その挨  ないこともあり、救急医療情報システ  
討部会で救急搬送支援に係る相法・助  ムについて、隣県との共有は囲ってい  
言を行うことは可能である。   ない。   

38  愛媛県  枚急専用窓口を設け、受入の判断を行  消防本部に確認したところホットライン  すべての救急隊に配置している，  全救急隊において税額可能。  一部体制がとられていない消防本部有  共有化を図っていない。   

える体制は一応取れている。  は敷設できていないのではないかとの  手順書については、未作成の消防本  いて救急搬送支援おける相談・支援体  
こと。   部有り。  制は既にとられている。   

17   



産科部F引こ確実に連絡が 

活動を実施しているか。   

32  島根県  分娩を取り扱っている全ての病院でオンコール等による産婦人科医師との連携  ・・・▲F  リ ■  抄 ‾ ＼  、上 八           現在、平成20年度かb5カ年を計画期間とする医療計画を策定中であり、総   搬送症例の検証については、各地区  平成18年度から県内の全病院に対して  病院の分娩費用の把握については、  島根県では、県・市町村の広報誌やホームへ－ノ等で妊婦位診の又診勧奨及  

が図られている一方で 分娩を取り扱っていない病院につし、ては、分娩を取リ  び公費負担指雇の周知を図るとともに、妊娠届け出時や母親教室等の保健指  

扱っている病院への紹介が適切に行われ連挽休制が確保されている。  体制を構築している。全ての医療圏において分娩を取り扱う病院が確保されて   症症例を中心に行われている。  ら必要としている医師数（診珠科別）につ  要だと考えていないため、行っていな  等の際にも制度周知に係る個人通知を行うなどきめ細かな受診勧奨を行って   が、平成20年度からは全ての市町村で5回以上  

県内で分娩を取り扱っている病院には、他の診探科も併設されており、他部  おり、夜間の対応も行われている。  いて報告を受けている。  い。   いる。  の公費負担措置がなされる予定である。   

門の診療を必要とする患者については」浣内での連携体制が確保されている。  また、医療対策課内に医師障保対策室を  また、妊婦健康診査に関する住民啓発については、母子保健課所管の「健や  

また、同一の医療楼蘭で対応できない症例については．他の医療圏も含めて  設置し、専任スタッフによる医師との面  か親子21」の島根罠版となる「健やか親子しまね」計画でも、関係桂関の連携  

高次医療機関へ連絡し搬送する体制が確保されている。  按、広報等の各種PR、各種研修関連事  の基で推進することとしている．  

薫、ブロック制度の実施など、「呼ぶ」「青  健康診査を受けない所謂r飛び込み出産」の状況については、全国周産期医  
てる」r助ける」を3木柱にした取り組みを  療（MRCU）連絡協総会の調査結果で、当県内でも年間に数例ある旨が報告  
行っている．  されているが、今後、罠でも実藍把握を行う予定にしている。併せて．県及び各  

これら医師確保のための対策は、周産期  医療圏単位で周産鞠医療に関する検討会を開催し、医療機関、市町村、保健  
医額体制の確保においても重要な取り租  所等関係者の連携を因る中で、ハイリスク妊婦等の早期支援を行うこととして  
みだと考えており、今後も継続して行って  いるが、このような取り組みにより未受診の出産を線り遺す妊産婦等に対し  
いく。  て、その把握と適切な指専・助言を行うことができると考えている。  

33  岡山県  ・救急部門と産科部門との連携は取れている  ‾一．く                          消防機関が周産期救急情報システムを利用  第5次田山県保健医療計画（平成18年4月策定）において、2ケ所の総合周産   過去の搬送症例については、田山県  県内各圏域ことの分娩取扱い施投、産  分娩費用は把握していない。   母子健康手帳の交付の際に、保健師等による個別相談を行ない、妊婦健康診   県内27の全ての市町村に対し、ム要員担による  
・県内l－2つの総合周産期母子医額センター及び4つの地域周産期母子医療   することが可能である。   期母子医療センター、4ケ所の地域周産期母子医額センターを指定し、これら   周産期医療協法会の填での検証を  科医師数、分娩数等を把握している。  妊婦健康診査が5回以上行われるよう働きかけ                 査の受診を勧奨するとともに、早期に医療機関を受診することの必要性につい  

センターがあり 妊婦搬送等を受け入れているが、これらすべてがいわゆる総  のセンターと地域の産科・小児科医院とのネットワークを棟梁してハイリスクの   行っている。現在のところ、問題になっ  これらの状況を踏まえ、岡山県医僚対策  て啓発を行っている。妊婦健康診査に公費負担措置がなされていることも個別   ている。  

含病院であり、診療科をまたがる対応が可能である。  母体・新生児に高度な周産期医療を24時間体制で提供する体制を整えてい  協措会産科医探対策部会を開催し（第1  相談の中で周知している。  

る。  回をH19‖．5に開催、第2回はH20．2．20関  また、新たに医療機関の協力を得て、早期の妊娠届出を励行させるための広  
また、周産期医療施設オープン病院化事業を実施し、病診連携システムの構  催予定）、産科医師確保対策を検討して  報を実施することとしている。  
更に努めている。  いる。   

34  広島県  ○体制が確保されている■23施設（82％）  システムを利用できる体制を整備   夜間に分娩を取り扱っ医療機関の確保やハイリスク症例の受入体制は確立し   検証は未実施。   ム   lヨ        乏正一以トナり璽 一■                   産科医数の把握はしているが一夜間・休  「年度の周産期医療協ぷ桧で．県下  ○実施している：10市町（広報誌・妊婦  0（妊婦健診の又診勧奨について）実  

○産科医3名体制のため．他施設の妊婦搬送は受け入れていない：1施設  ている。  施している：23市町（ほとんどが母子手   

（4％）  
行っている。  十分。   地域の周産期医療の安定のための逼  育て方イドナンク等）   帳交付時に受診勧奨を行っており．地  2回・13（フち生活保護及び市民税非課税世帯等  

○分娩の取り扱いを休止しているので．妊婦の搬送照会がない：4施設（川％）  正な分娩料について．周産期医療協  域住民全体への受診勧奨は．広報誌  
王墓会で調査結果をまとめる。   ○実施なし：10市町  やHPに掲載している）  3回：1  

○（公費負担がなされている旨の周知  
について）実施Lている：23（全ての市  

町で母子手帳交付時に実施している。  
広報誌・HPに掲載し周知を行っている  

のは10市町である）  ○平成20年度における妊婦健康診査の公費負  
担回数の実施計画  
5回：20  

6回こ2  

10回．1  

35  山口県  確保Lている  18病院   確保している   1B病院   荘         l；71：：   
確保していない  0病院   確保していない  1病院   となり、市町のホームページ、広報、催   

その他  1病院  報が照会できるシステムを設けている。  いる。正常分娩の24時間対応については、輪番病院等の仕組みが必要という   症例検蒼寸会を開催し、開業医等の参加  を実施している．  い。   で周知する他、県内の開業医等の匡  康カレンダー等を通じ周知すると共に、  致を5回程度まで拡充を行つと共に、健診内容の  

意見もあり、今後に向けて検討を要する。  も求め結果を還元している。  額縁関には、ハイノスク母子の周産期  
母子センターヘの紹介・搬送を周知し  

ている。   
ている。   

38  徳島県  産科を標検する医僚機関においては．連携体制が確保されている。  8         本 のハイリスク症例時に高度な医 を  現在策定作雀中の医療計画におい  ハイリスク 例は、総合周産期母子医  MC協法会等において事後検証が行  産科には特化したものではないが，「医  現在のとしろ．把握できていない。  
提供する周産期医療システムは、総合周産  て．周産期医療体制の構築を記載して  療センター又はそれに準じる施設で受  われている。   師修学資金茸与事業」や「夏期地域医療  いて、新聞・ラジオ・ホームページ・電  こより受診勧奨を図っている。なお、  を要請したところ、県内全ての市町村から、来年  

期母子医療センター、及びそれに準じる施  け入れる徳島県局産期医環システムを  研修」の実施など医師確保に積極的に取  光掲示板等で広〈周知しているほか、  

投の2カ所で縞要し、この2施設間で総合周  構築。  リ組んでいる。  市町村に対しても受診勧奨の徹底をお  
産期母子医療センターが中心となって受入  履いするとともに啓発用ポスターを配  
調整を行っている。  布。  
また、このシステムは直接電話で問い合  
わせるシステムであり∴肖防機関からも利  
用可能。   

37  香川県  捜急告示病院で産科（産婦人租を含む）を標楕している病院のうち、産科診療を   香川県同産期医療情報システムの運用開  現在策定中の貫五次香川県保健医療  lヨー、   

行っているところでは、全て枚急部門との連携休刊が確保されている。   始（平成t7年7月1日）暗から、各消防本部  計画において、産科医療体制の確保  こわたり、救急話動について検証する  月現在87名（出生1万人当たリ1004名）  塩していない。また、自由診療であり、  住民に対し、妊娠や出産に伴うリスク  住民に対し、妊婦健康診査の受診勧  平均回数については、3．g回となっており．全国的  
こ対してID（怯閏コード）及び／くスワードを設  こついて記載しており、本県において  ため、救急医∴消防崗員等で構成する  であり、減少傾向にある。産科医の不足  費用について県からの具体的な指導・  や妊娠の徴候があった場合の医療機  奨や健康診査の一部が公費負担措置  ＝も高い水準である。  
定し、本システムを活用できる体制を取って  事後検証会長孟を開催している。  を訴える自治体病院に対しては、香川大  関受診についての啓発活動を実施して  平成20年度については、国が原則として  

いる。   草医学部に派遣要諦を行うとともに、自  いる。県ではパンフレット（みんな子吉  

治医を配置するなど具体的な取り組みも  て応援団）を配布したり、またホーム  

積極的に行っている。   ページを利用して啓発している。  
また、市町においては、全ての市町が  
妊娠届時を利用して説明しており、他  
には、リーフレットやポスターなどの利  
用2市町、マタニティ教室3市町や健康  

教室1市町、両親学級1市町などと  
なっていた。   

38  愛媛県  産科枚今において他の医療部門の診療を受ける必要がある場合には、救急   インターネット上における周産期情報システ  分娩を取り扱っているかかりつけ医は、自bの患者に対しては夜間救急体制を整備している。  占⊇．／＼  
搬送を受け持つ消防と連携を取り合って、適切に対応できるようにしている。   ムは整備していないが、消防観閲との連携  また、ハイリスク妊婦に対する受入体制は、総合・地域局産期母子医療センターを中心に完全に整備されている。    救急当番時には対応できる体制が整備されている。  担については、市町の広報や産科医療機関の窓口等で周知している。   ら、全市町は20年4月から公費負担回数を従来  

＝より受入体制は整備されている。そのた  なお、間遠となった過去の搬送症例はないが、他県の事故等については周産期医療協法会の中で検証するとともに、    なお、医師不足等により勤務医の労働条件が厳しいものとなっていることから、  の2回から5回に拡充したところである。  

め、本県においては妊産婦の死亡事故はゼ  産科医の派遣・確保については、愛媛大学医学部を中心に検討しているところで  

口であるとともに、新生児死亡率も全国ベス  ある。  
ト1位となっている。   また、県下の分娩費用については把握しておらず、具体的な助言等も行っていな  

い。   
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ない状藍となっていないか。   

39  高知県  導入」ている   ー ‾  く   が  ・かl ＼も に  設け、れ い′－い   表‾内患の固定が見良け、れる  ごス‾ム表‾に疑問点があった場合  
力）することになっているが、変更事項がな   新しなくなったときに、救急医僚情報セ  に、救急医探情報センターから照会を  

い等のため更新していない医療杜関もあ  、クーか、督促をノーっている   状況把握ができるのですぐみてわか   行っている  
リ回数は0～3回程度の入力回数となっ  （入力者が梗能・体制等に精通している）ある程度精通しているが、夜間等に入力を行う担当者が、事務担当者でない守衛等の場合には精通していない状況  る画面になっている。  

ている。   がある。  空床状況は致まで入力することになっ  
おおむね即時性は有るが∴嵩にリアルタイ  ていない。  

ムで入力することは困雉なケースがある。  （空将状況等の確認）概ね確認している。  
消防本部に周知を図っている。  

（救急処置や手術の状況の伝達）状況把握できる救急外来酎寸隙員等とシステム入力者が異なる場合等に、救急は処置綾でないと伝達できないため、入力  
が困難な場合がある。  

（夜間・休日の入力状況）担当者の不在、寺尾隠員がいない、施錠され入室不可といった理由で入力できない状況が見受けられるロ  

40  福岡県  率入している   l   

「手ご放されヽる   産科が属人可能な医療機関は限－れ   

良されている。   

1日2回（朝、夕）、応需情報の即時性は確   当該医療杜閻の救急担当者による入力を原則としている。また、医療捷関に よっては医師看技師等が入力を行っている．このため、空床状況等の確認   u  が医療綾南の更新状況を確近し、必要   
はなされている。  を更新する際に、医療機関や消防機関   ている状況である。   定化され  

に利用しやすいシステムに変更済み。  ていることから、結果として画  

40l  福岡県  l  率入している  1日2回（朝 夕）応需情報の即時性は確  当該医療杜閻の救急担当者による入力を原則としている。また、医療捷関に  ‘㍍■≡  福岡県メー カルセ、ター（委託機周）  

良されている。   よっては 医師 看技師等が入力を行っている．このため、空床状況等の確認  が医療綾南の更新状況を確近し、必要  を更新する際に、医療機関や消防機関  が、必要に応じ応需内容をチェックする  

はなされている。  に応じて入力要請を行っている。  等で構成する委員会で協施し、相互  ている状況である。  体制になっている。   
に利用しやすいシステムに変更済み。  
また、年1回、医探機関や消防捷関  

を対象lこ挽明会を開催している．  

41  佐賀県  導入している   L   ‘詑ノ‾＼31亡上   
回おおむね更新されていた医療機関に   おおむね休日も電源が切られることは   新されない場合は、督促を行っている  

対し、現在は最低1日2回の更新を位相して  ないが、一部の杜関は管理上の間親  いるbメーカーで開発されたソフトを利  を実施している。また、年に1回2月に  

いる。   から電源を切っている。   3日以上更新がなされない場合は、佐  全ての医療機瀾に綱査を実施し、表示  
箕罠救急医療協儲会より督促を実施し  内容の更新している。  
ている。（休日以外）  にも、毎月システムについての啓発を  

行っている。隣県の関係医療機関に  
は、直接担当者が出向き説明を行つ  
た。  

42  長崎県  ・平成17年4月より、本県独自の撒急  ・システムの管理者は、更新履歴を確  ‾療一引ヨLトい＝・  

医療情報システムを導入。  確保が困雉なため1日1回程度であり、即  認し、1日更新されていない場合は、医  行っていない。  

時性は確保されていない。そのため、各消  額楼閣へ更新の依頼を行っている。   

・県内の10の消防本部のうち、離島に  「産科」のみの区分は設けていない。  

ついては搬送する医療控関が限られ  また、空床情報や手術の可否等につ  

ているため二次救急医療機関や救急  いては、r連絡事項」の区分を設けて、  

告示病院がシステムに参画しておら  入力している。  

ず、このため雄鳥の4消防本部につい  
てはシステムの利用はない。また、本  
土の6消防本部のうち、3消防本部  
が、情報が最新ではないため、必要な  
情報がない、として利用」ていない。   

43  熊本県  導入している   ・1日2回更新が原則。リアルタイムではな  l百‾ヽ   
いが、状況に変化あれば随時入力してい  の者が入力しているため㌧状況は把握   変化があれば入力することとなってい   母体及び新生児の受け入れ状況の確  
る。   可能。  るため、未更新に対する督促は行って  療機関の娠番が入れ替わるようになっ  

いない。   を配付している。   ている。   

44  大分県  導入している   1日1回以上の更新が行われている。  設置医療機関において、入力者はほ  ほとんどの分娩取扱い救急応需医療  
ぼ国定されている。   稔関において、夜間・休日においても 入力が行える状態となっている。  

45  宮崎県  専入している   1日2回の入力（救急隊は要請の都度、電  代替入力舌が設定されている。  自動督促を†一つている。   ‡    ⊆ ▲  ずしも   汀£ない   各消防本部で ニス‾ムの入力状況に  
重吉で確認）   等に精通」ている看が対応している。   きている。   関わらず、医療楼閣への直接の照会・  

確認を行っている。  

46  鹿児島県  導入している   医療校閲には．随時の更新を要請してい  ＼f、＼   報更新が毎日なされている医擢機   
る。また，システム上では．情報更新の日  いる。   る説明会を実施した。また．各項目の  関においては．表示内容は固定されて  

時を分単位で確認できるので．搬送楼閣  定義等も記載されているマニュアルも  いない。  

は．どの時点の情報であるのか判断可能  配布している。   

である。   

4  7沖縄県  旬平成19年＝月27日に開催した「沖縄県局産期保健医環協臨会」で・総務省消防庁及び厚生労働省が共同で実施した「救急要請における産科凋産甥傷病者搬送実態調査」（平成19年10月26日発表）を基に、  

患者のたらい回しや転送の有無、搬送指針の見直しの必要性について、総合周産期センターや各消防本部から意見を瞳取した。  
②平成20年1月9日に開催した「沖繹県救急医療協臨会」で、県内の平成18年度における枚急搬送人員51・011人の内弧952人（99■鍋‖ま転送なしで医療機関に収容されていることが確認された9  
③平成20年1月Z2日に開催」た「沖縄県周産期保健医療協三蓋会jで計画外自宅分娩時の母附新生児搬送及び未受診妊婦搬送について意見を隠取したっ  

以上の会誌等では、沖縄県においては、全数急医療匿に県立病院が配置されており、24時間365日体制での救急搬送体制受入を行っていることや、全県的な周産期ネットワークが構要され、  
総合周産期センター等6病院から空床・情報等を収集し、還元していることなどから、概ね救急搬送受入体制は確保されているとの意見であった。   
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書については15消防本部すべて作成  医療センターで行うこととしている。  
なお、県外2施設に対し、知事名で搬  

対応している。二次では医師及び看護  送の受入の協力をしている。  
搬送のルール等の定めはないが、事  

送依組ますべて受け入れる体制として  側に応じて対応しており、作成中の搬  
いる施設は、その旨を伝えている。   送マニ1アルヘ記載予定。   

40  福岡県  高度周産期医療機用においては、原  徴急隊からの応急処匡等の直接的指  救急医療楼閣においても、応答記録  県内全ての救急隊に救急救命±又は  赦急救命士新規養成課程及び救急科  全ての消防本部において、救急隊と持  県内全ての地域メディカルコントロール  各消防本部が総務省消防庁に提出し  都道府県間では具体的な搬送に係る  共有化は図られていない。  
則として産科医師が対応する体制が  示及び指専助昔の要請等について、  は残されている。   救急科課程修了者が配雇されている。  課程で産科・周産期に関する教育が実  令センター双方で照会を行う体制がと  協猛会において、医師による直接的指  ている救急業務実施状況鯛では、管  ルールは定められていないが、個別の  
．確保されている。  ．医師が常時対応できる体制が構築き  施されており、全ての救急隊で妊娠を  られている。   示・指幸助首の体制が績築されて い  内搬送と管外搬送の区分があるのみ  3次病l宅間ではベッド満床時等におけ   l】   確保されている。  l   

医師が常時対応できる体制が構築きl  施されており、全ての救急隊で妊娠をl  l示・指幸助首の体制が績築されてい  －   

れてしヽる   前提とした傷病者の観察が可能であ  る。   であり、県境を越える搬送実監は杷  
る．  握していない。   る。   
また、医療横関への連絡方法等を示  
した手順書等の作成状況等は各消防  
本部で異なるが、搬送先病院の選定  
の決定については、各消防本部毎に  
運用が定められているところである。   

4l  佐賀県  産科救急医僚機関調査では、全ての  産科救急医療機関調査では、半数の  枚急救命センター指定された、佐賀大  産科救急医療借問では機関によって  配置している。   捜零可能。   6消防本部 体制あリ   協言象会の検証作薫部会の検証作業を  全敬については事故種別ごとの救急  隣県間で正式なルールはないが、5消  搬送実績を考慮し、  
校閲で、医師が直接・間接に必ず対応  機関が∴消l妨との応答マニュアル等を  学医学部附蕉病院、佐賀県立病院（佐  は常時ではないが、r夜間のみJ「搬送  手順書 1消l折本部 あリ 6消防車  1消防本部 体制なし   通じて、相談・助言を実施している。  出場件数及び救急搬送人員のみを集  防本部で主治医がいない場合の産科  福岡県二久留米大学病院、聖マリア病  
し、判断している。   作成している。   賀県）、久留米大学病院、聖マリア病  を受け入れられない場合」を含めると、  部 なし  計してしヽる。また、産科救急について  救急の搬送について、県内医療機関  院．新古賀病傾  

院（福岡興）にあり。周産期救急を担っ  言己録を作成している。1ケ所は搬送拒  ただし、手順書はないが、消防本部ご  ま、周産期ネットワーク佐賀（代表：佐  で受け入れられない場合として、予め  長崎県：NHO長崎医療センター、長崎  
ているNHO佐賀病院に設置ないが、必  とにかかりつけ匡がいる場合とそうで  貴大学教授）の協力で、県外の1医隆  

ず産科医長へ連絡するシステムがあ  ない場合の連絡先と搬送ルールを予め  機関について搬送状況の調査を実施  
リ、ホットラインに近い機能を果たしてい  定めている。  している。   場合に隣県の医棍楼閣を予め定めて  
る。  いる。   
ホットライン設苫の校閲については、全  
て医師が対応してし＼る。   

42  長崎県  ・県内の周産期医療基幹病院におい  離島の1消防本部を除き、救急隊には  
て、消防機関からの搬送照会に対し、  救急科課程修了者が1名以上配置さ   いて遠島難色搬送支援に係る協講   
速やかに受入可否の回答を行うことが  れている。   が可能である。一部の消防本部を除き、妊婦の救急搬送に閲し、医療後閑へ  総合周産期母子医療センターの  
できる体制が確保されている。  の連絡方法等を示した手順書は整備されていないが、産科撒急搬送の場合、  r国立病院機構長崎医療センター」で  

ほとんどが転院搬送であり、かつ全ての事例において医僚機関の受入が可能  受け入れており、  
である。  ほとんどの事例が県内で完結してい  

る。  
しかしながら，NICU不足等の理由によ  

り、ごく希に県外搬送された事例につ  
いては、事後に報告を受けてい  
る。   

43  熊本県  ・処置室で搬送照会を受けるなど、受  ・ホットライン（専用回線）は敷設きれて  概ね配置されている。   観察は可能。  概ね体制を整えている。   概ね体制を整えている。   平成17年1月－12月については調査  図られていない。   
入の可否判断が可能な体制が確保さ  いない。   妊婦搬送に限ったマ＝エアルはない。  を実施」た。平成18年以降について  

れている。  も、緒年的な状況を把握するため、毎  
年実施する予定。   

44  大分県  搬送照会に係る応答記録（応答の経  

緯・結果、受入可否の判断を行った者  
の氏名、応答に要した全時間等）を、  

産科医療楼閣lこおいては作成するよう  

要請するっ応答記録の記載項目及び  
様式の統一及びすべての医療機関に  
おいても応答記録を作成するよう要請  
することについては、今後の検討課冠  
とする。  

45  宮崎県  直ちに受入判断を行える医師等が直  敷設されている医療憶関とされていな  可能。手腕書無し   とられている。   とられている。   把握している。   2消防本部で有り。医療機関の定め：  

拝対応する体制となっている。  い医療機関があるが、本県の場合、各  無し   
地域における開業医と新生児医療セ  
ンクーの医師との相互連携体制（地域  

分散型周産期医撰体制）が確保されて  

いる。   

46  鹿児島県  それぞれの医僚機関により状況は異  それぞれの医療機関により状況は異  それぞれの医療機関により状況は異  それぞれの医療機関により状況は異  配置されている。   把握していない。   把握していない。   とられていない。（体制未整備：必要に  把握していない。   一都市町村等では，隣接する他県の  隣接県へのパスワードの提供は行っ  
なる。   なるが．医師以外の者が照会を受けた  なるが．通常応答記録は作成している  応じて今後協議する。）  市町村等と撒急業務応援協定を締結  

場合には．速やかに医師と連絡をとれ  と思われる。  し搬送を行っている。医療機関につい  
る体制は確保されていると思われる。   ては定めていない．（生活圏が閣接  

県に及んでいる地域では一日鴬的に隣  
按県に搬送が行われている。）   

47  沖縄県  
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39  i知県  三次周産期医療機関では、救急部門  合併症妊婦の搬送照会を受けた場合、  利用できないが、赦急医療情報センターを  夜間を含めすべて、かかりつけ医での  周産期医療機関を一次、二次、三次と  特に問題になった症例はないが、周産  高次病院では当直制がとられ、それ以外  公的病院のみ把握している（分娩介助  平成(8年度に高知大字医学部が市民  妊婦健診の受診勧奨について、県は、  平成20年1月現在で、34市町村のうち、公費負担    と産科部門の連携体制は確保されて  一次及び二次医療機関はより高次の  通じて照会する 

。今後∴㈲防捜聞からの閲  対応を基本としている。かかりつけ医を  機能分化し、よりリスクの高い症例を、  期医療協臨会小児科部会で、早期新  の病院ではオンコール体制がとられてい  料9】，2∝l円～150．008円）   講座として、妊娠にともなうリスクにつ  厚生労働省が作成した啓発用デザイン  の回数は．5【司が11市町村、4回が1町、2回が22  
いる。一次および二次医療機関で、自  医療杜関へ照会し搬送することとし、  覧も検討していく。   持たない、あるいはかかりつけ医に達  より高次の病院で受入るように体制塾  生児死亡例の分析を毎年行い、搬送  る。   具体的な指串・助言は特に行っていな  いてセミナーを実施した．   を活用して、受診勧奨及び早期の妊娠  市町村となっているb平成20年度からは、全市町  
慌で対応できないハイリスク妊婦につ  医療圏域は問わない，  絡が取れない唱合は、救急医療対応  傭をしている。搬送受入病院として7施  時期等に問題が無かったか検討を行っ  具体的な取細は以下の通り。   いが、総合周産期母子医療センターの  市町村では、思春期教室時に妊婦健  届出の勧奨を行うよう、市町村へ通知  村が5回に拡充する予定である。  
いては、より高次の病院へ照会し搬送  が可能な一次、二次周産期医療機周  設を定め、空床情報をインターネットで  ている。   ・平成20年度から、保健医療圏域に1か  値上げの相談に対して、医師待遇改善  診や母子砲座手帳の意義について学  した。  
することとし、医療圏は問わない。  で対応することとしている。三次周産期  所Lかない産科医療機関への経営支援  

医額捜関では、ハイリスク妊婦に対応  を行う（国事薫名丁産科医療橡閏等確保  る。県では、来年度早期受診について  
できるよう、正常産は一次・二次属産  事業）  ポスター等により啓発を行う予定。   
期医療機関へ受診するよう、消防本部  ・総合周屋期母子医療センターの産臥  また、妊婦健診に公費負担措置がされ  
草間係機関の協力が必要であり、「母  小児科の変則勤務制の拡充に向けて補  ていることの周知について、各市町村  
体・新生児搬送マニュアルjを改訂中で  助を行う（国事美名：医鏑交代勤務性導  が広報誌やホームページ等を通じて  
ある。  入促進事業）   行っている。個別には、母子健康手帳  
また、現在県内で受入日雌な幸宏は発  交付時に説明している。   
生していない。受入医療機関がない場  
合は、最終、総合周産期母子医療セン  
ターが受け入れる、若しくはコーディ  
ネートを行うこととしている。   

48  

れも2次以上の救急病院であり、救急  れも3次以上の救急病院であり、救急  できる体制は取っていない。   ムを構築している。   ま、24時間体制でハイリスク症例に対  ま、各地域メディカルコントロール協王墓  ま調査するとともに．高度周産期医療機  いての具体的な指導・助言は行ってい  親（両親）教室受講時などに啓発を行  上が5匝】分乗同色担する計画中である。  
部門と産科部門は必要に応じて連携  会での事後検証が実施されている。  関については、夜間・休日体制の状況  われるよう指導している  
lする院内体制が確保されている。   lを把握している。  ける院内体制が確保されている。   ■を把握している。  

な場合、当該医療機関がホットライン（専用  具体的な取組については、産婦人科に  
電話回線）等を活用し∴受入れ可能な医療  多い女性医師の就労環境改善に資する  
機関を照会・確保するシステムとしている。   ため、同様の趣旨で活動している県医師  

期母子医療センターを整備し、高度周  会に対し支援を行うとともに、総合周産  
産期医燵体制を整えている。  期母子医療センターについては、今後、  

当直体制の強化と医師確保対策を講じる  
予定にしている。  

41  佐賀県  達成されている。   達成されている。   原産鞠救急システムは未整備であるが、枚  かかりつけ医が中心に行い、救急でか  産科救急についてはNHO佐賀病院  MC協靂毒会は医師と消防関係噂眉で様  産科救急についてはNHO佐賀病院が妊  把握していない。   妊娠出産時にリスクがあった場合の受  妊娠届けの時に受診勧奨を実施。  平成20年度から各市町で5回の公費別8を目指  
急情報システムで周産期間孫権関の情報  かりつけ医が対応幽艶な場合は、NHO  妊婦の産科外救急は佐貴大学耶馬病  成され、定期的に開催される。検証作  婦の産科外政急は佐賀大学附属病院  診療は、医師と妊婦の契約で行われる  診については、母親学級等で啓発。妊  公費負担がなされている旨について  し、健診内容も合わせて検討している。  
把握は可能である。   佐賀病院で対応している。   院   芙部会において、開通率例と認識され  が、それぞれ要請があれば100％受け  ものであり、行政は指導していない。  娠の兆候がある場合の受診勧奨は、  は、市町、県のホームページヘの掲載  H19年度の実施状況：2回－17市町、3匡卜1  

また、NHO佐箕病院、佐賀大学医学部  出生児の小児外科は県立病院好生  た事例については検証作業を実施して  入れることとなっている。   医療安全支援センター業務の医僚相  思春期教育（性教育）や県のホーム  及び妊娠届け時に周知を囲っている。  市、5匝】－2町  
附属病院は24時間、産科受入可能。  館、がそれぞれ対応するよう、周産期  県の医師確保の具体的な取組としては、  

医療協題会で了解。   ・平成16年度から自治医科大学卒美医  また」写生労働省の啓発ポスターを、  
師に対する不足診療科への勧奨  県内の産婦人科、薬剤師会、市町へ  
・平成17年度入試から佐賀大学医学部  配布し、啓発をしている。   
推薦人試における「地域枠」の設置  
・平成】7年度から小児科医確保のため修  

学貸金貸与制度を設置し∴翌18年度から  

産科を追加。  
・平成20年度入試から佐賀大字医学部  

推薦入拭こr佐賀県推薦人字特別選抜」  
枠の設置   

42  長崎県  ・県内の同産期医僑基幹病院において、救急部門と産科部門との連携は   ・周産期敢急情報システムは整備していな  県下の周産期医療システムは、一部圏域で産科医師が不足するものの、概ね   長崎県における産科救急は、有効に  県下の原産期医療システムは、→部圏  県下の医療機憫における分娩費用  県においては、ホームページへ掲載したり、また、母子健康手帳別冊版を作成   県内全市町の妊婦健康診査費用については、平  

問題なく実施されている。  いが、消防機関と周産期匡瘡基幹病院が直  有効に機能している。  橙能しており、過去に間遡となった搬  域で産科医師が不足するものの、概ね有  ま、把握していない。   し、各市町を通して該当者へ配布する等受診勧奨に努めている。  成20年度より、これまでの2回が5回へ 超音波  
接連絡を取ることにより、消防機関と医療橡  周産期医療に係る体制整備については、平成柑年3月に策定した「長崎県保偲   送症例は、ないことから、検証等は行  効に機能している。   「適当な金現になるよう具体的な指導・  各市町においては、地域住民への広報誌及びホームページを利用した制度の   検査費については1【司が3【司の公費負担へ拡充  
関の連携は確保されている。   医療計画において施策の方針を示しているが、平成20年庄内に改訂版を策定   われていない。。   小児科、産科の医師練保対策として、小  助言」については、今後の課題。  周知  を行い、母子健康手帳交付時には、各種リーフレット等を利用した健   して実施予定であり、十分な公費負担が図られ  

する。  児科、産科を希望する医師に対し、平成  診の必要性及び健診の公費負担について説明し、受診勧奨を行っている。  
20年度より「研修資金貸与制度Jを創設  また、母親学按の案内及び参加等への保健指導も併せて行っており、制度の  
する。貸与する研修眉金は月板20万円  啓発及び受診勧奨は十分図られている。  超音波検査費用負担に対して補助予定であり、  
で、貸与期間の1，5倍の期間、県内公  妊婦の安全安心な妊娠の継続及び出産を囲って  
的医療機関の小児科または産婦人科に  いる。   
勤務すると、貸与が免除される。  

43  熊本県  ・調査中   ・体制を整備中   利用できる体制がとられている。   体制を整備中   確立している。   現在のところ問題となった事例は発生  市町村では、母子推進員活動や民生  
していない。   不足している地域では、医療機関の連携  委員等から寄せられた情報に対」て  

や集約化等の体制整備に取り組むととも  は、適宜支援を行っている。妊娠に関  
に、女性医師の就業継続に関する支援  する相談窓口として女性相談センター  
等の医師確保対策を実施している。   で電話と面接の相談を受付け、必要な  

相談者には、医療機関の受診につい  各市町伸二働きかけを行い、経過を見守っている  
て勧奨をしている。  県HPに妊娠の早期届出や、妊婦健康  
妊娠の兆候と、早期の医療捜関受診  
については、県HPに掲載している。   

44  大分県  大分県立泉院総合周産期母子医療セン  
タ一大分大学医学部附属病院周産母子セ   親学級等の母子保健事案を通じて妊  
ンクー、別府医療センター、大分市医師会立  
アルメイダ病院の4病院が、病床の空床楕  受入の可否を照会する。かかりつけ医  医療センター、大分市医師会立アルメ  で実施した「救急要請における産科・周  研修を行う者に対する研修資金貸与を  誌・／くンフレットホームページなどで周  に、産科医療機関に妊婦健診の実施  担が行われる予定。  
報、受入可否等の情報を入力・提供してい  が受入できない場合は、かかりつけ医  イダ病院において常に受け入れ可能な  産期傷病者搬送美恵調査」（平成19  行っている。  知しているが、各市町村で情報提供の  状況についてのアンケート調査を行  
る。これらの情報は、パスワードを与えられ  年10月26日発表）の結果、照会回数  内容が異なるため、県とLてのベース  
た産科医寮機関のみ閲覧可能。   先を決定のうえ、救急隊に受入可能匡  が2回以上の事案について追跡調査を  ラインを検討中。   交えて、検査項目や検査費用を協絃  

療機関への搬送を指示する。   行い、その調査結果をもとに検証を  し、実施に向けての環境づくりを進めて  
行った。  きた。   

45  宮崎県  確保されている。   確保されている。   周産期救急情報システムは導入していない  医療計画における産科医療体制確保されている。  ブロックごとに、医師（産科、小児科）、  ・県下産科医の充足状況の把握  把握していない。   地域での妊婦の状況については、母  全市町村において、母子保健健康手  県内の妊婦健診の充実を図るため 医師会及び  
が、それに代わる体制がとられている。  ○平成6年に、乳児死亡率、新生児死亡率、周産期死亡率は全国で最も高率   看護婦、消防署、市町村、保健所を交  把握している。  子保健推進員や民生委員、医療機関  帳及び妊娠届出時に膿診の受診勧奨  市町村に対してよりよい妊婦健診の推進のため、  

であった。そのため、平成6年度から開祖解決に取り組んだ。平成10年度、解   えた，連絡会・研修会を年1回以上行っ  ・医師確保対策に係る具体的取組  からの検診結果より情報を収集し、保  等を行っている。   アプローチを個々に行っている。  
決の方向性として「地域分敵聖の周産期医療体制」を構築し推進することとし  県で医師を採用し、医師不足の自治体  健師等の訪問や面接に結びつけてい  
た。  なお、過去に問題となった搬送症例は  病院等へ派遣する「医師派遣システム」  る。   置に関する周知については、広報や  開き、県内市町村が公費負担を図るための協議  
○平成13年度から地域周産期医療体制づくり連絡会を設置し、中核医療機関  や医草生に向けた修学資金制度を  ホームページ、パンフレット等により、  
を中心とした4つの圏域ごと及び各保健所ごとに連絡会、研修会、周産期医療  整備している。（但し、産科に限定した  実施している。   現時点での公費負担回数を増加している市町村  
マニュアルを整備した。  ものではない。  致二8（5回）   

○現在は」也域分散型の周産期医療体制の充実により、母子保健指標が改善  
した。  

46  鹿児島県  個々の医療枕関の状況までは把握し  それぞれの医療機関により状況は異  周産期救急情報システムは帝人していな  小児科・産科医療笥でみると．地域の  総合周産期母子医療センタ≠におい  把握していない。（MCでの検証は行っ  H196に産科医療棟問を対象にアンケー   国の通知に基づき．平成19年度中は5市町が5  
ていないが，通常．医療機関内の連携  なるが．救急告示医療杜閏であれば転  い。   拠点病院において比較的高度な周産  て．ハイリスク症例の受入体制は確立  ていない。これまで，特に問題があっ  トを実施しており．各医療機関の分娩取   回の公費負担を実施し．平成20年度は全ての市  
体制は確保されていると思われる。  送等に備えて協力医療杜関を定めてお  期医療が提供されている。   」ている。   たとの報告も受けていない。）   披医数は把握している。これまでの取組   保健関係者を対象とした研修会及び民生委員・児童委員の研修会において   町村が5回実施で予算要求を行っている，  

リ．一定の連扶体制は確保されている  小児科・産科医療局でみると地域の拠  に加え．医師確保対策事業を検討中。  情報提供及び啓発を行っている。  今後も．よリー層の公費負担の充実が図られる  
と思われる。  点病院若しくは三次医硬橙関において  市町村においては．母子健康手帳交付時．妊婦教室等の機会ある毎に妊婦  

24時間対応がなされている。  やその家族に対して情報提供や啓発を行っている。  

47  沖縄県  
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